
旭区連合自治会町内会連絡協議会７月定例会 
 
 
 
 
 

 

１ 警察・消防からのお知らせ 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

番号 議題 配布先 

（１） 
旭警察署からのお知らせ（情報提供） 

        （旭警察署）【資料１－１】 

単会 

会長 

（２） 
旭消防署からのお知らせ（情報提供） 

（旭消防署）【資料１－２】 

単会 

会長 

 

２ 横浜市町内会連合会定例会結果報告 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

番号 議題 配布先 

（１） 
老人クラブ「未設置地域」の解消について（協力依頼） 
（健康福祉局 高齢健康福祉課／旭区 高齢・障害支援課）【資料２－１】 連長 

（２） 
令和６年度 個別避難計画の取組について（事業説明） 
（健康福祉局 福祉保健課／旭区 高齢・障害支援課）【資料２－２】 

単会 

会長 

（３） 

お試し用トイレパックの自治会・町内会等への配布について（情報提

供） 
※ 申込期間：令和６年８月１日（木）から８月 23 日（金）まで 

（資源循環局 街の美化推進課／資源循環局 旭事務所）【資料２－３】 

単会 

会長 

（４） 

子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」web 版のリリースについて

（情報提供） 
（こども青少年局 企画調整課）【資料２－４】 

連長 

（５） 【取下げ】議題は取下げとなりました。  

（６） 
「こども・安全安心マップ」公開のお知らせについて（情報提供） 

（市民局 地域防犯支援課／旭区 地域振興課）【資料２－６】 

単会 

会長 

（７） 

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の申請期限延長について（情報

提供） 
※ 申請期間：令和６年３月１日（金）から令和６年 10月 31 日（木）まで 

（市民局 地域活動推進課／旭区 地域振興課）【資料２－７】 

単会 

会長 

（８） 

GREEN×EXPO 2027 広報チラシの継続掲示について（掲出依頼） 
※ 掲示期間：令和６年９月末まで 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO推進課）【資料２－８】 
掲示 

（９） 

「GREEN×EXPO 2027」公式マスコットキャラクター名前決定及び

応援メッセージ付き公式ロゴマークの使用について（情報提供） 
（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO推進課）【資料２－９】 

単会 

会長 

 

３ 旭区連合自治会町内会連絡協議会 議題 

旭区マスコットキャラクター 

あさひくん 

日 時：令和６年７月 18 日（木） 

午前 10 時 00分から 

場 所：旭公会堂講堂（旭区役所４階） 

 



（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

 番号 議題 配布先 

（１） 

都市計画道路瀬谷地内線（二ツ橋中部地区）街路整備事業瀬谷地内線の

事業内容等について（事業説明） 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 上瀬谷整備推進課）【資料３－１】 

単会 

会長 

（２） 
上瀬谷整備事務所の設置等について（情報提供） 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 上瀬谷整備推進課）【資料３－２】 
単会 

会長 

（３） 

「旧上瀬谷通信施設地区まちづくりニュース第４号」の発行について

（依頼） 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 上瀬谷交通整備課）【資料３－３】 

回覧 

（４） 
「GREEN×EXPO 2027」地域説明会の開催について（依頼） 

（旭区 区政推進課）【資料３－４】 
単会 

会長 

（５） 
令和 6 年度旭区見守り活動推進研修会の開催について（情報提供） 

（旭区社会福祉協議会）【資料３－５】 連長 

(６) 
横浜市におけるシェアサイクル事業について（事業説明） 

（道路局 道路政策推進課）【資料３－６】 
単会 

会長 

（７） 
「鶴ヶ峰連立 News(第９号)」の発行について（情報提供） 

（道路局 建設課）【資料３－７】 
単会 

会長 

（８） 
令和６年度崖地現地調査について（情報提供） 

（建築局 建築防災課）【資料３－８】 
単会 

会長 

（９） 

令和６年度水道局三ツ境水道事務所事業概要及び北部方面工事課事業概

要（情報提供） 
（水道局 三ツ境水道事務所）【資料３－９】 

連長 

（10） 
令和６年度あさひ安全安心フェアの開催について（依頼） 

（旭区 地域振興課）【資料３－10】 連長 

（11） 

区連会ホームページ開設に伴う各地区連合自治会町内会及び自治会町内

会のホームページ URL の照会について（依頼） 
（旭区 地域振興課）【資料３－11】 

単会 

会長 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

４ その他（情報提供、講演会・催事等の案内等） 

（自治だよりに掲載しませんが、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します） 

番号 議題 配布先 

（１） 
「自衛官募集のポスター」掲示について（掲出依頼） 
（防衛省自衛隊神奈川地方協力本部 横浜中央募集案内所）【資料４－１】 

掲示 

（２） 
「あさひ子育てマルシェ」のポスター掲出について（掲出依頼） 

（旭区 こども家庭支援課）【資料４－２】 掲示 

（３） 
旭区災害ボランティア連絡会だよりの掲示について（掲出依頼） 

（旭区 総務課）【資料４－３】 掲示 

（４） 
在宅避難リーフレット（旭区版）について（情報提供） 

（旭区 総務課）【資料４－４】 連長 

（５） 

デジタルプラットフォームを活用した意見募集の実施について（情報提

供） 
（旭区 区政推進課）【資料４－５】 

連長 

（６） 
第 32 回横浜旭ジャズまつり開催チラシの自治会町内会掲示板への掲出

について（掲出依頼） 掲示 



（旭区 地域振興課）【資料４－６】 

（７） 
自治会町内会での「第７回遊音祭」開催の案内について（掲出依頼） 

（旭区 地域振興課）【資料４－７】 掲示 

（８） 
「みなくるだより」の自治会町内会掲示板への掲出について（掲出依頼） 

（旭区 地域振興課）【資料４－８】 掲示 

 

 

５ 地域広報紙等の配布について（地区連合会長への情報提供） 

(１）今宿地区だより（第33号）     ※今宿地区町内会自治会連合会 広報紙 

 (２）みんなの若葉台（№466）      ※若葉台連合自治会 広報紙 

(３）ささのだいニュース（Vol.49）    ※笹野台地区連合自治会 広報紙 

(４）防災フェスタについて       ※希望が丘南地区連合自治会 ご案内 

（５）自治会町内会情報誌 まちむら（第166号） 

 

【次回日程】 

◎旭区連合自治会町内会連絡協議会９月定例会 

日 時：令和６年９月 18 日（水） 午前 10 時 00 分から 

場 所：新館大会議室（旭区役所新館２階） 

※８月定例会は休会となります。なお、「１ 警察・消防か

らのお知らせ」については、ホームページに資料を掲載い

たします。 

定例会結果報告はこちら 



令和6年 7月号
旭警饗署生酒安金瓢
045-381-011 OCl:;lt;J鴫201)

｀刑法犯の発生状況 令和6年6月
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●特殊詐欺について
旭区全域で特殊詐欺の前兆電話が多数入電しています。
特殊詐欺の手口の一つとして預貯金詐欺があります。
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最近の願しの電話は、区役所を謳り、「医療費の還付があります。手続きに
新しいキャッシュカードが必要です。」等と電話をかけてきて、区役所職員を装う
人が、自宅にキャッシュカードを取りに来るものです。
電話で「カード・お金 •ATM」等という言葉を聞いたら、それは詐欺です。
被害者の方のほとんどが、特殊詐欺の手口を知っていて、願されています。
自宅の電話に迷惑電話防止機器を取り付けることで、被害を防止しましょう。

0 特殊詐欺の発生状況 令和6年6月末
神奈川県内 旭区内

¥- l令和6年1令和5年1増減 1 |¥¥¥、 1令和6年1令和5年1"i減

33 29 +4 824| 993 | -1691 

|令和6年被害金額 1約21億6400万円 I I令和6年被害金額1 約5700万円

旭警察署からのお知らせ
～あなたの携帯電話に防犯・防災情報が届きます！ ～ 

あさひ安全・安心かわら版に登録を！！

旭区内の安全・安心に関する情報を受信できるシステムです。
地域の防犯活動や高齢者・子供などへの注意喚起にお役立てください。

※ 登録方法は旭区役所のホームページに掲載されています。
〇旭警察署ホームページでも情報発信を行っています。
〇迷惑電話防止機能付き録音機を設置して特殊詐欺を防ぎましょう。

みんなでつくろう！ 安全・安心の街旭！

01171302
スタンプ



特殊詐欺発生件数(6月）

発生件数10件
発生日 発生場所 手口詳細 被害品 賜された理由 発生日 発生場所 手口詳細 被害品 謳された理由
5月15日 善部町 区役所蝙り キャッシュカード3枚 相手が名乗った身分を信じた 5月21日 市沢町 医療関係者躍り 100万 声が似ていて、息子だと思った

5月23日 東希望が丘 医療関係者調り 1200万 焦らされて考える暇が無かった 4月10日 左近山 区役所騨り キャッシュカード4枚、通帳1通 自分が願されると思っていなかった

5月22日 南希望が丘 警察官賜り 200万 焦らされて考える暇が無かった 4月29日 四季美台 息子謳り 670万 声が似ていて、息子だと思った

5月24日 小高町 会社の上司賜り 240万 焦らされて考える暇が無かった 6月4日 左近山 息子賜り 200万 声が似ていて、息子だと思った

5月29日 鶴ケ峰2丁目 医療関係者賜り 100万 自分が願されると思っていなかった

3月27日 中白根4丁目 区役所賜り キャッシュカード1枚、通帳1通 相手が名乗った身分を信じた

場所 川島町― 四季美台 鶴ケ峰1丁目 鶴ケ峰2丁目I鶴ケ峰本町1丁目I鶴ケ峰本町2丁目l鶴ケ峰本町3丁目l西川島町 1中希望が丘
当月 1件 1件
累計 1件 2件 0件 1件 1 0件 I 0件 l 1件 | 0件 | 0件

場所 東希望が丘 善部町 南希望が丘 Iさちが丘 I＿俣川1丁目1＿俣川2丁目1 本宿町 I 本村町 I中尾1丁目
当月 1件 1件 1件
累計 3件 2件 1件 I 0件 | 1件 l 1件 I 1件 1 0件 I 01: 

場所 中尾2丁目 中沢1丁目 中沢2丁目 中沢3丁目 市沢町 小高町 I 二反田町 1 白根町 I白根1丁目
当月 1件 1件
累計 0件 0件 0件 0件 1件 2件 | 0件 l 1件 I 1件

場所 II白根2丁目 I白根3丁目 白根4丁目 I白根5丁目 I白根6丁目 白根7丁目 白根8丁目 I中白根1丁目 1中白根2丁目
当月
累計 II 0件 0件 0件 I 0件 I 1件 0件 0件 I 0件 0件

場所 中白根3丁目 中白根4丁目 上川井町 川井宿町 川井本町 桐が作 左近山 I 上白根町 l上白根1丁目
当月 1件 2件
累計 0件 1件 0件 0件 0件 0件 5件 l 1件 I 0件

罰 II上白根2丁目I上白根3丁目1
今川町 今宿西町 I今宿東町 1 今宿南町 I 今宿町 I今宿1丁目 1今宿2丁目

累計 II 0件 I 0件 0件 0件 1件 I 1件 0件 I 0件 | 0件

罰 II 大池町 I 柏町 万騎が原 南本宿町 I若葉台1丁目I若葉台2丁目I若葉台3丁目I若葉台4丁目I金が谷

累計 II 0件 I 0件 I 1件 I 0件 I 0件 0件 I 1件 0件 0件
i 

場所 II金が谷1丁目I金が谷2丁目I笹野台1丁目I笹野台2丁目I笹野台3丁目I笹野台4丁目 1 矢指町 下川井町 都岡町
当月
累計 II 0件 I 0件 I 0件 I 0件 I 1件 I 1件 | 0件 0件 0件



6 月中前兆電話入電地区一覧
場所 川島町 四季美台 鶴ケ峰1丁目 鶴ケ峰2丁目 鶴ケ峰本町1丁目 鶴ケ峰本町2丁目 鶴ケ峰本町3丁目 西川島町 中希望が丘

当月 1件

累計 4件 1件 3件 0件 1件 1件 0件 1件 1件

場所 東希望が丘 善部町 南希望が丘 さちが丘 二俣川 1丁目 二俣川 2丁目 本宿町 本村町 中尾 1丁目

当月

累計 1件 0件 1件 4件 0件 0件 0件 0件 0件

場所 中尾2丁目 中沢 1丁目 中沢2丁目 中沢3丁目 市沢町 小高町 三反田町 白根町 白根1丁目

当月

累計 0件 1件 1件 0件 3件 0件 0件 0件 0件

場所 白根2丁目 白根3丁目 白根4丁目 白根5丁目 白根6丁目 白根7丁目 白根8丁目 中白根1丁目 中白根2丁目

当月 2件 2件

累計 1件 0件 1件 0件 2件 0件 0件 2件 0件

場所 中白根3丁目 中白根4丁目 上川井町 川井宿町 川井本町 桐が作 左近山 上白根町 上白根1丁目

当月

累計 0件 1件 2件 0件 1件 0件 1件 1件 0件

場所 上白根2丁目 上白根3丁目 今川町 今宿西町 今宿東町 今宿南町 今宿町 今宿 1丁目 今宿2丁目

当月

累計 3件 0件 1件 0件 1件 0件 0件 1件 2件

場所 大池町 柏町 万騎が原 南本宿町 若葉台 1丁目 若葉台2丁目 若葉台3丁目 若葉台4丁目 金が谷

当月

累計 0件 1件 1件 2件 0件 3件 1件 1件 0件

場所 金が谷1丁目 金が谷2丁目 笹野台 1丁目 笹野台2丁目 笹野台3丁目 笹野台4丁目 矢指町 下川井町 都岡町

当月 1件 1件 1件

累計 1件 1件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 1件





ース領6毎7月号
◎6月末の事故状況前年対比 ※速報値
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◎6月中の時間別発生件数【2時間単位】
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※速報値

t-2023 

—• 2024 

6時～ 8時～ 10時～ 12時～ 14時～

c6月中の事故類型Bl件敬 ※速報値

2023 2024 
事故類型 数 死者数 負傷者数 数 死者数 負傷者数

人対車両
横断歩道横断中 4 

゜
4 2 

゜
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その他 5 

゜
5 6 

゜
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すれ違い時 1 

゜
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゜ ゜ ゜出会い頭 5 
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右折時その他 2 
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車両相互 左折時 2 
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゜
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゜
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追突その他 5 
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追越追抜き時 2 
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゜ ゜ ゜列車 列車

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜合計 34 1 39 46 

゜
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゜

れています！
「万が一」の交通事故に備えて

必す儡鵬響に編入し、命を守るため

ヘルメットもかぶりましょう。

一 a一ょ000

墨答密疇 ゜
夏はアウトドアでレジャーを楽しむ機会が増える季節です。自然に触れる

レジャーは楽しみが多い反面、自然ならではの危険もあります。自然を甘く

みず、危険をきちんと認識し、計画を立てて行動しましょう。

000000疇000000tl・0鬱昌〇奮量疇四疇疇0



町内会 件数 前年比 一輪車 自転車 子供 高齢者

（大池） 1 -1 

゜
1 

゜ ゜鶴ヶ峰 42 +14 20 6 1 18 
白根 22 +7 7 1 

゜
1 1 

旭北 15 

゜
8 2 2 4 

上白根 1 0 -1 2 3 2 4 
今宿 18 -2 10 5 1 2 
川井 42 +1 10 8 5 1 1 
若葉台 3 

゜
2 

゜ ゜
2 

笹野台 5 +1 

゜
1 

゜
3 

希望が丘 ， +5 2 2 1 4 
希望が丘東 10 +3 1 4 1 4 
希望が丘南 14 +10 7 1 

゜
6 

さちが丘 15 +12 5 1 

゜
4 

万騎が原 4 -2 

゜
1 1 1 

二俣川 20 

゜
6 3 1 7 

二俣川ニュータウン 2 -1 

゜
1 

゜ ゜旭中央 5 -2 3 

゜ ゜
1 

旭南部 16 +9 4 2 2 5 
左近山 2 -2 

゜
1 1 1 

市沢 18 +4 7 1 

゜
6 

総 計 273 55 94 44 18 94 

（注） ＊二輪車に乗った高齢者と、自転車に乗った子供が衝突した場合、

それぞれにカウントされますが、発生件数は1件になります。



　　　

6月　　無火災

月日 場所 用途 被害状況 出火原因

令和６年1月１日から同年６月30日（現在）
旭　　　区　　　内 横　　　浜　　　市　　　内項　　　　目

4

令和６年 令和５年 増△減

10
334 213

1

△ 47
令和６年 令和５年

3,852 4,013

増△減

火災状況

救急状況

区分／年数
火災件数（件）

焼損床面積（㎡）

死者（人）

負傷者（人）

救急件数（件）
１日当たりの出場件数（件）

6,274
3.2

17 7
121

3 1 64 58 6
123,273 116,999

△ 161

旭区内火災発生状況　（　６月中　：　０件　）

8,278 7,655 623
677.3 30.945.5

（備考）令和６年の数値は速報値であり、確定値ではありません。

646.4

1

15 21 △ 6 330 377

42.3

区連会 資料１-２

【お問合せ先】旭消防署総務・予防課 予防係 電話・FAX ０４５（９５１）０１１９

旭消防署からのお知らせ

高齢者の熱中症にご注意を！

横浜市消防局

マスコットキャラク

ター ハマくん

【原因】
〇体内の水分が不足
〇暑さへの感覚機能が低下

〇暑さへの体の調節機能が低下

昨年、横浜市で1400人の

方が熱中症によって救急搬

送され、そのうち半数の

705人は６５歳上の高齢者

です！

【対策】
●のどが渇く前のこまめな水分（塩分）補給
●エアコン等を利用して部屋の温度を調整
●涼しい服装で帽子等を被り、こまめに休憩

熱中症によって救急

搬送される方は、暑
さが本格化する７月
から多くなります。

気温や湿度が高い日
は特に注意をしてく
ださい！

ポイント

令和５年 熱中症による世代別搬送割合

（横浜市内）



件

件

件
鶴ヶ峰本町一丁

鶴ヶ峰本町二丁

鶴ヶ峰本町三丁

件

件 件

件 ＊ 　 地区連合未加入・高速道路等を含みます。

1 本宿町

中白根二丁目

中白根三丁目

中白根四丁目

鶴ヶ峰一丁目

今宿東町

三反田町

1

南本宿

白根六丁目

金が谷

今宿二丁目

笹野台一丁目

1

市沢町
市　沢

小高町

今  宿

1

1

笹野台二丁目

笹野台三丁目

中尾一丁目

東希望が丘

中希望が丘

今宿地区町内会自治会連合会

白根地区町内会自治会連合会
旭北地区連合自治会

上白根三丁目

金が谷二丁目

今宿町

今宿一丁目

川井本町

南希望が丘

二俣川１丁目

善部町

さちが丘

8

本　署

白根二丁目 1

1

白根七丁目

桐が作

柏町

上川井町

1

0

1
万騎が原

1

白根四丁目

1

白根八丁目 若葉台一丁目

大池町

四季美台

今川町

1

1

1

今宿南町

本村町 1

今宿西町

鶴ヶ峰二丁目

西川島町

1

中白根一丁目

1

さちが丘

1

2
矢指町

1川井宿町

旭区連合自治会町内会火災発生状況
自治会・町内会

1

建物

15

2 1上白根二丁目

下川井町

都岡町

上白根町

上白根一丁目

都　岡

６月 累計 自治会・町内会 ６月 累計
1

1

1
1

2
1

0

1

1

希望が丘南地区連合自治会
さちが丘地区連合自治会

笹野台地区連合自治会
希望が丘連合自治会

旭南部地区連合自治会
川井地区町内会自治会連合会
若葉台連合自治会

鶴ヶ峰地区町内会連合会

万騎が原連合自治会
二俣川地区連合自治会

2

二俣川ニュ－タウン連合町内会
上白根連合自治会

15

市沢地区連合町内会
地区連合未加入・高速道路等

旭中央地区連合町内会

希望が丘東地区連合自治会

左近山連合自治会

2

1

合　　　　　計

1

1

若葉台四丁目

南本宿町

二俣川２丁目

左近山

若葉台
若葉台二丁目

若葉台三丁目

1

車両

2

1

中尾二丁目

合計 件
8 3

1

11

火　　災　　種　　別
町　丁　別 小計 町　丁　別

川島町

白根町

1

1

白根一丁目

白根三丁目

1

白根五丁目

金が谷一丁目

1笹野台四丁目

中沢一丁目

4

林野その他

0

中沢二丁目

中沢三丁目

車　両林　野
小計

林　野その他建　物車　両
署所別

令和６年町丁別火災発生状況

建　物

火　　災　　種　　別
その他

令和６年1月１日から同年６月30日（現在）

署所別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問合せ先】  旭消防署総務・予防課　　電話・ＦＡＸ：９５１－０１１９



 

老人クラブ「未設置地域」の解消について【協力依頼】 

 

１ 事業の趣旨 

  市内の老人クラブ数は、直近５年間で 238 クラブ減少して 1,357 クラブ（約 15%減少）、

また会員数は 25,462 人減少して 82,511 人（約 24％減少）となっています。 

こうした中、横浜市老人クラブ連合会（市老連）では、会員の加入促進・減少防止を図る

ため、18 区の老人（シニア・シルバー）クラブ連合会（区老(シ)連）の代表等で構成する「活

性化プロジェクト」を設置し、魅力ある活動の創出や広報の充実・強化などに取り組んでい

ます。 

2024 年度は重点事業の一つとして、老人クラブがない地域（未設置地域）の解消を図り、

老人クラブに入りたくても入れない加入希望者の受け皿づくりを推進します。 

つきましては、市老連や区老(シ)連、単位老人クラブ等から、未設置地域解消に向けた取

組について、相談があった際には、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします 
 

３ 未設置地域解消に向けた取組（案） 

（１）既設単位老人クラブの会員受入エリアの拡張 

（２）自治会・町内会をまたいだ広域老人クラブの設置 

（３）その他、未設置地域を解消できる独自の取組（新規単位老人クラブの設置等） 

※区や地域ごとに、自治会・町内会における老人クラブの設置・活動状況は異なると思いますので、

地域の実情に応じたできる範囲でのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

４ スケジュール 

  ７月  各区町内会連合会で協力依頼 

８月～ 市老連、区老(シ)連等において、未設置地域解消の候補エリアを複数（各区３～

４か所程度）選定し、対象となる区連、地区連または単位自治会・町内会に相談、

協力依頼 
 
 
 
 

市 連 会 ７ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ６ 年 ７ 月 1 2 日 

公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会  

健 康 福 祉 局 高 齢 健 康 福 祉 課 

①公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会 
担当 春原(スノハラ)、名倉 
電話 045-433-1256/FAX 045-433-1257 
メール yrouren@maple.ocn.ne.jp 
 

②健康福祉局高齢健康福祉課 
担当 榊原、長嶋 
電話 045-671-2406/FAX 045-550-3613 
メール kf-koreikenko@city.yokohama.jp 

01191209
テキストボックス
資料２－１



令和６年度 個別避難計画の取組について
（横浜市災害時要援護者支援事業）

１ 個別避難計画とは

２ 令和６年度の取組

災害が起きた時、避難をする際に支援が必要な高齢者や障害者ごとに、避難を支援する人や避難先

等の情報を記載した計画です。法改正により、計画の作成が市町村の努力義務となりました。

区連会７月定例会説明資料
令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日
健康福祉局福祉保健課

次のとおり、個別避難計画の作成を進めます。

（1） 作成対象者

① 洪水浸水想定区域（想定最大規模）または即時避難指示対象区域に居住する方

② 要介護３、４、５いずれかの認定を受けている方または身体障害者手帳が交付され、

障害程度等級が１級である方

以上の条件をすべて満たし、個人情報の取扱い等の同意確認が取れた方のうち、

・ 独居等で支援者がいない方 ・ お一人で避難所等に移動することが困難な方

等の計画作成（早期着手）の優先度が高い方から計画作成に着手します。

（2） 作成方法

対象者を支援するケアマネジャー等（以下、福祉専門職という）の協力により、次頁の流れで作成

を進めます。

個別避難計画は、災害時要援護者支援の取組を補完するものです。

各地域の皆様におかれましては、引き続き、日頃からの要援護者に対する

「声かけ、見守り」などの、地域ぐるみで「災害から要援護者を守る」取組の推進

にご協力をお願いいたします。

次頁あり

区連会 資料 2-2



【担当】
横浜市健康福祉局福祉保健課
電話：045-671-4056
Mail ：kf-saigaiyoengo@city.yokohama.jp

横浜市＝ 市 福祉専門職＝ 専

＜個別避難計画作成の流れ＞

役割分担事業フロー 内容

対 象 者 へ の
同 意 確 認

２

で抽出した対象者に「同意確認書」を送付し、
「計画の作成」「個人情報の取扱い」等について同意を取る

市

ハザード、身体、世帯状況等から対象者を抽出対 象 者 抽 出

１

福祉専門職による
計 画 の 作 成

３
計画作成（早期着手）の優先度を決定
優先度の高い対象者から、福祉専門職により計画を作成し、
横浜市に提出専

で提出された計画の記載内容（避難経路等）を確認
必要に応じて福祉専門職に修正を依頼

市

計 画 の 確 認

４

市

市

１

３



 

 

 

お試し用トイレパックの自治会・町内会等への配布について【情報提供】 

 

１ 事業の趣旨 

  本市では災害時にご家庭のトイレが使えない場合に備え、トイレパック（凝固剤と処理袋のセッ 

ト）の備蓄を市民の皆様にお願いしています。 

  この度、地域の皆様にトイレパックをお試しいただき、備蓄を進めるきっかけとしていただくた

め、希望する自治会・町内会の皆様にお試し用のトイレパックを配布します。 

  なお、配布するトイレパックは本市で災害時のトイレ対策として備蓄していた、令和５年度・６年

度に品質保証期間を迎えたトイレパックとなります。 

  多くの自治会・町内会の皆様のお申込みをお待ちしています。 

 

２ お願いしたいこと 

  【区連長】ご承知おきください。 

  【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

  【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

配布を希望される場合は、横浜市電子申請届出システムあるいは申請書の提出に 

よりお申し込みください。 

 

３ トイレパック配布の概要 

 (1) 配布するトイレパックについて 

品質保証期間が経過しても直ちに使用できなくなるものでないため、トイレパックとはどういう 

ものか体験するお試し用として活用します。 

(2) 配布個数 

凝固剤１個と処理袋１枚で１セットです。 

自治会・町内会会員世帯数人数×５セットを目安として、 

１団体あたり 600 セットもしくは 1,200 セットをお渡しします。 

   ※希望数が在庫数を超える場合には抽選とさせていただきます。 

 (3)  申込み期間 

令和６年８月１日（木）～８月 23 日（金） 

（4） 申込み方法 

   ア 横浜市電子申請・届出システムによる申込み 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ef3a5a0d-e636-4830-a87f-da31de2be107/start 

※ 上記申込みページは、令和６年８月１日以降に閲覧いただけるようになります。 

 

イ 資源循環局街の美化推進課あてに添付の申込書の提出（FAX・郵送） 

市連会７月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ７ 月 1 2 日    

資源循環局街の美化推進課 

区連会 資料２－３ 



（５） 配布期間 

    第１回配布 令和６年９月９日（月）～９月 28 日（土） 

    第２回配布 令和６年 11 月 18 日（月）～12 月７日（土） 

※ 受取期間については、こちらから指定させていただきます。 

 

（６） 配布場所 

    資源循環局収集事務所のうち、指定された場所 

※ お申し込み後に決定通知書によりお知らせします。 

    ※ 配送等は行いません。引き取りに来ていただきますようよろしくお願いいたします。 

 

４ 留意事項 

○ 品質保証期間が経過したトイレパックですので備蓄用にすることはお控えください。 

○ 転売など、お試し体験以外の利用はご遠慮ください。 

 

５ 添付資料 

  お試し用トイレパック体験しませんか（チラシ） 

 

 

 

 

資源循環局街の美化推進課 

担当 折本、森 

電話 045-671-2555 /FAX 045-663-8199 

メール sj-toilet@city.yokohama.jp 

 



 配布対象

横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO法人、社会福祉法人、一般企業 等）
※ 団体の会員や社員の皆様に配布していただける方々にお譲りします。

 配布物

品質保証期間の経過したトイレパック
※品質保証期間が経過したものでも直ちに使用できなくなるもの

ではありませんが、速やかに使用してください。

※不具合があっても交換・追加配布等に応じることはできかねます。

※お配りするものは凝固剤と汚物処理袋が１セットずつ小分けになっているものではありません。

 申込可能数（600セットもしくは1,200セット）

団体の構成員及びご家族の人数 × ５セット を目安にお申し込みください。
※ 600セットか1,200セットのどちらかを選択してお申込みください。

 受取場所

資源循環局収集事務所のうち、指定された場所
※ お申込みいただいた後、受け取っていただく場所をご連絡します。
※ 配送等は行っておりません。

※ 備蓄用にはしないでください。 ※ 転売など、お試し体験以外の利用はご遠慮ください。

横浜市では、災害時のご自宅でのトイレ対策として、トイレパックの備蓄をお願いしています。

備蓄されていない方に体験していただきご自宅での備蓄につなげていくため、横浜市の災害備蓄品の

トイレパック（品質保証期間が経過したもの）を、皆様のお試し用として配布させていただくこととしました。

ぜひこの機会に一度トイレパックを体験してみてください。

★ １セット

・凝固剤 １個 ・汚物処理袋 １枚

収集事務所の

場所はこちら→

お申込み方法は、裏面をご覧ください。

備蓄用としてではなく、
あくまでお試し用として
配布させていただくもの
であることをご了解の上
お申し込みください。

お申込み

8/1～8/23

受取期間

第１回
9/9～9/28

第２回
11/18～12/7

お問合せ先 資源循環局街の美化推進課 Tel 045-671-2555

箱凝固剤 汚物処理袋

600個 600枚

お渡しイメージ➡



ト イ レ パ ッ ク の 使 い 方

ステップ１

洋式便器に黒い袋を
かぶせます

ステップ３

黒い袋は縛って
燃やすごみに出します
※ 今回配布するお試し用は、

黒い袋ごと他の燃やすごみと
一緒に半透明の袋に入れて排
出してください

※ 固まらない場合もトイレに

は流さず、燃やすごみに捨て
てください

ステップ２

用を足したら凝固剤を
振りかけます

ワンポイントアドバイス

１．「ステップ１」の便器に黒い袋を

かぶせる前に、もう１枚 袋を

かぶせると、使用済みトイレ

パックの袋を捨てる時に、便器

の水で濡れるのを防げます。

２．「ステップ２」の凝固剤を振り

かけた後は、しっかりと混ざる

ようにしてください。

ト イ レ パ ッ ク と は ？

お 申 し 込 み 方 法

Ｑ．トイレパックってなに？

断水や給排水の破損などの理由でご家庭のトイレが使えない時に、家

庭のトイレなどに設置して使用する「凝固剤」と「処理袋」のセットです。

使用後はジェル状になるものが多いです。

Ｑ．どこで買えるの？

ホームセンターなどで購入できます。

Ｑ．いくつ用意しておけばいいの？

最低でも「ひとり１日５回×３日分×ご家族の人数分」の備蓄をしましょう。

Ｑ．災害時、使い終わった後はどうやって処理すればいいの？

トイレパックだけを袋にまとめて、燃やすごみの収集日に排出してくださ

い。（今回配布するお試し用は、黒い袋ごと他の燃やすごみと一緒に半透

明の袋に入れて排出してください。）

 横浜市電子申請・届出システムからお申し込みください ➡

下記のフォームにご記入のうえ、FAX、郵送によるお申込みも
受け付けています。※右記ページは令和６年８月１日以降に閲覧いただけるようになります。

【お申し込み先】
FAX 045-663-8199
郵送先 〒231-0005

横浜市中区本町6-50-10 23階 トイレパック受付担当 宛

 お申込み期間 令和６年８月１日（木）～８月23日（金） ※ 必着

 受取期間 第１回 令和６年９月９日（月）～９月2８日（土）
 受取期間 第２回 令和６年11月18日（月）～12月７日（土）

（日曜日を除く、各日午前９時から午後４時 ※ 午前11時30分から午後1時30分を除く）

※ 全体の希望数が在庫数を超える場合は、抽選とさせていただきます。
※ 受取期間・受取場所については、こちらから指定させていただきます。

 受取決定 ご指定いただいた連絡先に、９月４日（水）頃までに受取決定のご連絡を
させていただきます。

（FAX・郵送用記入欄）

団体名 代表者氏名

団体住所
連絡先
電話番号

決定通知
連絡先

（メールアドレス、FAX番号、郵送先 のいずれかをご記入ください）

※ どちらかに〇を
してください。

600 ・ 1,200 団体の構成員・家族に配布します□配布希望数

備蓄用としてではなく、お試し用として取り扱います□

用 途
※ がない場合は

お譲りできません（単位：セット）



横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」ＷＥＢ版のリリースについて（ご案内） 

１ 趣旨 

  横浜市では「子育てしたいまち、次世代を共に育むまちヨコハマ」の実現に向け、子育

て中の皆さまが、スマートフォン一つで子育てに関する様々な手続や情報収集が可能にな

る、子育て応援アプリ「パマトコ」（ＷＥＢ版）を７月１日にリリースしました。 

  現在申請できる手続きは妊娠～出産前後の申請が多いため、区役所での母子健康手帳交

付時や出生届提出時等に利用促進を行っています。 

取組内容についてご承知おきください。 

２ 「パマトコ」の概要について 

⑴ 公開日

令和６年７月１日

⑵ 利用対象者

横浜市で子育て中の方、子育て予定の方

⑶ 機能概要

ア オンライン申請

現時点では、児童手当など妊娠から出産前後の９手続のオンライン申請が可能です。

オンライン申請可能な申請は今後順次拡充し、将来的には子育て関連のほぼ全ての手

続をオンライン化する予定です。 

イ イベント・お役立ち情報の発信

お住いのエリアやお子さまの年齢等に応じた、おすすめ情報を表示します。区役所

が持つイベント情報のほか、横浜観光情報サイトなどに掲載されている、市全体を対

象としたイベント情報も発信しています。 

ウ 子育てに役立つ施設情報の検索

授乳室やトイレ、おむつ交換台、お得な割引など、子育てを応援するさまざまなサ

ービスを受けられる施設や公園、医療機関など約 14,000 施設を掲載しています。自

宅や現在地周辺の施設をさまざまな条件から検索できます。 

エ 電子母子健康手帳

おなかの赤ちゃんやお子さまの情報を記録し、パートナーと共有することもできま

す。また、複雑な予防接種のスケジュール管理も行えます。 

区連会７月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日 
こども青少年局企画調整課 

区連会 資料２－４

01181281
テキストボックス



⑷ 意見募集について 

   より使いやすく、市民の皆さまにご満足いただけるサイト・アプリとするため、市民

の皆さまのご意見・ご要望を「パマトコ」内で募集しています。 

（第 1次意見募集期間：７月１日（月）～９月 30日（月）まで） 

 

 ⑸ 今後の展開について 

   皆さまからいただいたご意見を反映したアプリ版を今秋リリース予定です。 

   アプリ版リリース後も、オンライン申請可能な手続や機能を随時拡充するとともに、

次年度以降、対象となるお子さまの年齢を学齢期（小～中学校）まで拡大していきます。 

 

【参考】画面イメージ 

担当 こども青少年局企画調整課  

永松、三橋、佐々木 

電話：671-4281 

e-mail：kd-kikaku@city.yokohama.jp 



パマトコ

240610　KO　再



「パマトコ」でできること

子育ては、多くの喜びがある一方で、手続きや届出などやらなくて
はいけないことも多く、また外出先での急な対応やさまざまな悩みも
あります。「パマトコ」では、そんな子育て中のパパとママをサポートする
機能をご用意しました。

＊掲載している画面は、実際の画面と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

横浜市は、子育てに必要なことをひとつに集約した「パマトコ」を
つくりました。スマートフォンを通じて、子育てに関する
手続きの申請・情報取得・サービスなどがご利用できます。
これまでの負担を軽減することで、皆様がゆとりをもち、
安心して横浜市で子どもを産み育てられる環境を実現します。

｢パマトコ」について

あなただけの子育てツールに

アカウント登録すると、各種マイページ機能、オンライン手続きや
予約などをご利用いただけます。さらに、子育てサポート、
お役立ち情報などがチェックできるほか、本人情報や家族情報、
興味・関心事をご登録いただくと、子どもの年齢等に応じた
検診や予防接種、居住区や近隣のイベント情報などが届きます。

｢パマトコ」に込めた思い

「ヨコハマ」の “ハマ”を「パパ」と「ママ」にかけ、パパ、
ママ、と、コ（子ども）を表しました。親も子どももトコトコと
スムーズに子育てできるまち、横浜という思い。そして、
子育てを通じてパパ、ママ、子どものできることが増えていく
ように「パマトコ」も皆様と一緒に成長したいと願っています。

横浜市ならではの豊富な

イベントを簡単検索！

アカウント登録で

さらに便利に！

お子さんの年齢に

あわせた情報が届く！

電子母子健康手帳

で育児情報を管理！

困ったときの頼りになる

子育て施設検索！

平日の日中以外でも
申請できます

必要な手続きや子育て関連の
イベント情報が届きます

お子さんが楽しく遊べる
イベントがみつかります

保育園・幼稚園や公園のほか、
授乳室や子ども用トイレ等が
現在地からみつかります

予防接種の管理や
お子さんの成長を
記録できます

子育てに必要な
情報がメニューに
集約されます

オンラインで申請が

いつでも簡単に！

横浜市子育て応援サイト・アプリ

こどもが育つたび、
ここに住んでてよかった。と、思えるまち。
“できる”が “ふえる”横浜市。
パパ、ママ、と、こどもたち。
ヨコハマで、トコトコと。

240610　KO　再



自治会町内会長 各位 

「こども・安全安心マップ」公開のお知らせ【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

 子どもの安全・安心を守るため、市内全域の小学生・中学生の交通事故の発生場所や

事故の概要をグーグルマップで確認できる「こども・交通事故データマップ」に、防犯

情報を加えた「こども・安全安心マップ」を公開しますので、地域の交通安全活動や防

犯活動にご活用ください。 

２ お願いしたいこと 

【区連長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で情報提供をお願いします。 

３ 事業の概要 

別紙参照（令和６年７月 10 日 記者発表資料） 

市連会７月定例会説明資料 

令 和 ６年 ７ 月 12 日 

市民局地域支援部地域防犯支援課

市民局地域防犯支援課

電話：045-671-3705

電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.jp

区連会 資料２－６

01181281
テキストボックス



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市では、市内全域の小学生・中学生の交通事故の発生場所や事故の概要を Google マップで確認でき

る「こども・交通事故データマップ」を令和５年３月に公開し（別紙参照）、累計 1５0 万以上の閲覧がされていま

す(R6.６時点)。通学路の安全を点検する際に、防犯情報も掲載してほしいとの要望を受け、「こども・交通事

故データマップ」を強化し、声かけ・不審者情報を加えて見える化する「こども・安全安心マップ」を作成しまし

た。 

全市立学校 505 校をはじめ、地域の方々や保護者の皆様などにも広くご覧いただき、子どもの「交通安全

対策」と「防犯対策」の両輪で、さまざまな角度から子どもの安全安心を守るための取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

交通事故情報は、神奈川県警察の交通事故データ（2019 年から 2023 年までの５年間）から、また、防犯情報 

は、神奈川県警察より配信されるピーガルくん子ども安全メール(2023 年)をもとに作成しています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ なお、記事等で Google マップの画面を掲載する際は「引用：Google マップ」のクレジット表記をお願いします 

お問合せ先 

（こども・交通事故データマップに関すること） 

道路局 道路政策推進課長                金澤 英俊  TEL 045-671-2775 

（学校での活用に関すること） 

教育委員会事務局 学校支援・地域連携課長    大峽  誠  TEL 045-671-3239 

（防犯情報に関すること） 

市民局 地域防犯支援課長                丹羽 仁志 TEL 045-671-2601 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日 
道 路 局 道 路 政 策 推 進 課 
教育委員会事務局学校支援・地域連携課 
市 民 局 地 域 防 犯 支 援 課 

「こども・安全安心マップ」をリリースします！ 
～こども・交通事故データマップに 

新たに防犯情報も追加してリニューアル～ 

公開するマップの特徴 
 

・ 小学生・中学生の交通事故の発生場所や事故概要を確認できます。 

・ 地図上のアイコンをクリックすると交通事故の概要が表示されます。 

・ 声かけ・不審者情報は、過去１年間の発生概要を町名単位で確認 

できます。 

＋ ＝ 

こども・交通事故データマップ 防犯情報 こども・安全安心マップ 

（イメージ図） 

▼二次元コードはこちら 

横浜市 こども・安全安心マップ 検索 

引用：Google マップ 引用：Google マップ 

× × × 

引用：Google マップ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内全域の小学生・中学生の交通事故の発生場所や事故の概要をグーグルマップで確認できる「こど

も・交通事故データマップ」を公開します。子どもの交通事故に特化して、多くの方が使い慣れているグ

ーグルマップをベースに、操作のしやすさやわかりやすさを重視した地図として「見える化」します。 

全市立小学校 340 校の、スクールゾーン対策協議会をはじめ、地域の方々や保護者の皆様などにも

広くご覧いただき、「子どもの交通安全対策」の推進に活かしていきます。 

また、横浜市では令和５年度より新事業としてこのマップを活用し、「子どもの通学路交通安全対策事

業」を推進していきます。マップの公開は、本事業のスタートとなる取組です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ なお、記事等で Google マップの画面を掲載する際は「引用：Google マップ」のクレジット表記をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

道路局交通安全・自転車政策課担当課長 髙橋 寛大  TEL 045-671-2294 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ５ 年 ３ 月 2 3 日 
道路局交通安全・自転車政策課 

ビッグデータを活用した 
交通安全対策プロジェクトのパッケージ化 
～「こども・交通事故データマップ」を公開します～ 

 

■ 子どもの通学路交通安全対策事業の紹介ページを公開しています。 

【公開先 URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/kotsu/anzen/kodomo_tsugakuro.html 

公開するマップの特徴 

・ 市内全域の小学生・中学生の交通事故の発生場所や事故の概要を Google マップで確認できます。 

・ 地図上のアイコンをクリックすると交通事故の概要が表示されます。 

・ 交通事故箇所を Google ストリートビューでも見ることができます。 

・ 神奈川県警察の交通事故データ（2017 年から 2021 年までの５年間）をもとに作成しています。 

引用：Google マップ 

アイコンを選択すると、 
事故の概要が確認できます 

【掲載イメージ】 

こども・交通事故データマップはこちら 

横浜市  交通事故データマップ 検索 

横浜市  交通安全 検索 

▼二次元コードはこちら 

参考資料 



←市WEB 
補助制度紹介ページ

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の申請期限延長について【情報提供】 

１ 趣旨 

省エネエアコンやLED照明等の導入を支援する「自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金」

について、さらに多くの団体にご活用いただくため、申請期限を延長します。また、断熱窓の

導入効果等を記載したチラシを作成しました。補助金の活用についてご検討をお願いします。 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

３ 申請期限の延長について 

【変更前】９月30日（月）まで 【変更後】10 月31 日（木）まで

※ 整備完了報告書の提出期限は、原則12月 27日（金）までとなります。

遅れそうな場合は別途ご相談ください。 

※ 契約・購入は、申請後に交付決定を受けてから行ってください。申請から交付決定までに

お時間をいただいていますので、整備スケジュールをご確認のうえ、ご申請ください。

【自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金の概要】 

活動の拠点である自治会町内会館等に、省エネ設備等の導入に必要な経費の一部を補助します。 

詳細は、「横浜市自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 募集案内」をご覧ください。 

また、横浜市Webページでは、申請様式もダウンロードできます。 

よくあるご質問 

Ｑ 意思決定の方法は、総会でないといけないのか。 

Ａ 会としての意思決定が必要となります。導入する設備によっては、高額になることも想定

されるため、総会に諮っていただいたり、会則等に基づく意思決定をしていただくなど、

ご対応をお願いいたします。 

補助メニュー 補助率 補助上限額 

LED照明器具 ２／３ 60万円 

省エネエアコン ２／３ 130万円 

断熱窓など 

太陽光発電設備 

蓄電池 

２／３ 200万円 

市連会７月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ７ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

市民局地域支援部地域活動推進課 

担当 松永、髙橋、石栗 

電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 

E メール  sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 

【お問合せ・申請窓口】（事務委託先） 

横浜市住宅供給公社街づくり事業課 

電 話：０４５－４５１－７７４０ 

受付時間：平日9:00～17:00 

横浜市 会館脱炭素 

区連会 資料２－７
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増えた 
16％ 

自治会町内会館 脱炭素化推進事業補助金 

その１～暑さ・寒さが和らぎ、電気代の節約に！～ 

改修後、「暖房使用頻度が減った」:62％ ※ 

その２～様々な面で、会館利用がもっと快適に！～ 

～着工までに余裕を持ったスケジュールで申請しましょう～ 

問合せ・申請窓口（事務委託先） 

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課 

０４５－４５１－７７４０ 

詳細は 
「募集案内」を  

ご覧ください→ 

事業実施主体：市民局地域活動推進課 

減った 
44％ 変化なし 

40％ 

冷房使用 

増えた 

12％ 

減った 
62％ 

変化なし 
25％ 

←使わなくなった 
１％ 

暖房使用 

※令和２～３年度省エネ住宅補助制度利用者へのアンケート結果より 

遮音性能の
向上 

防 音 

アレルギー
リスク低減 

花粉症対策 

結露の 
抑制 

カビ対策 

遮光性能の
向上 

眩しさ軽減 
 

9/30 

断熱窓の導入を決めた 

自治会町内会の声 

断熱窓、設置しませんか？ 断熱窓導入のメリット 

窓サッシからのすき間風が
気になっていたんです。 

空調の効きも悪くて… 

会館が大通りに面しているので、
遮音性や冷暖房の効率が 

あがると思い、決めました。 

※整備完了報告期限は 12 月末まで 
※２回目の申請も可能です！ 

古い会館なので、 

窓の耐用年数も考慮して 
改修を決めました。 



 

GREEN×EXPO 2027 広報チラシの継続掲示について【掲示依頼】 

 
 
１ 事業の趣旨 

  ４月の市連会において御依頼しました、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）

Ａ４広報チラシの掲示につきましては、御協力いただき、誠にありがとうございました。 

掲示期間を６月末までとしていましたが、継続して掲示をお願いしたく、改めて同チラ

シを送付させていただきます。引き続き、可能な範囲で掲示の御協力をお願いします。 
 
 

２ お願いしたいこと 

【区連 長】御承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で周知をお願いします。 

【単位会長】単位自治会町内会あて掲示物を送付します。 

掲示について、可能な範囲で御協力をお願いします。 

※４月に依頼しましたチラシが掲示板に残っており、 

劣化がある場合には、新しいチラシに貼り替えて 

いただきますようお願いします。 

 
 

３ 広報チラシの掲示期間等 

・広報チラシの到着後、２か月程度（９月末まで）を目安に掲示をお願いします。 

・掲示期間後も継続して掲示していただける場合は、御協力をお願いいたします。 

・チラシが劣化した場合等には、新しいチラシをお渡しすることも可能ですので、 

その際は、各区区政推進課あて御相談ください。 

・掲示板の空き状況等により、御無理のない範囲で御協力をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 
担当 長谷部、西野、山崎 

電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo-pr@city.yokohama.jp 

市 連 会 ７ 月 説 明 資 料 

令 和 ６ 年 ７ 月 1 2 日  

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局

G R E E N × E X P O 推 進 課 

掲示用 広報チラシ 

区連会 資料 2-8 



 

 

 

 

「GREEN×EXPO 2027」公式マスコットキャラクター名前決定及び 

応援メッセージ付き公式ロゴマークの使用について【情報提供】 

 

６月 22 日に実施した「GREEN×EXPO 2027 開催 1000 日前 記者発表会」において、公式ア

ンバサダーの芦田愛菜さんから、公式マスコットキャラクターの名前が発表されました。 

また、GREEN×EXPO 2027の更なる機運醸成のため、市民（個人、団体、教育機関等）の皆

様の活動においてご使用いただける「応援メッセージ付き公式ロゴマーク」を作成しました。 

  

１ お願いしたいこと 

  【区連長】  ご承知おきください。 

  【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

  【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

  

２ 公式マスコットキャラクターの名前決定について 

名前 「トゥンクトゥンク」 

 

＜名前について＞  

人といろんな命が共鳴して、つながっている状態を表しています。 

このマスコットを通して、人間が万物への想像力や調和の心をとりもどすことの大切さ 

が広がってほしい、という想いを込めて名付けました。 

 

＜プロフィール＞ 

はるか宇宙の彼方から、地球に憧れてやってきた 好奇心いっぱいの精霊、それが 

トゥンクトゥンクです。 植物をはじめとした、この宇宙に生まれた 万物の気持ちに共鳴 

しているので、その想いを人間に伝えてくれます。 地球がきれいだとうれしくなって花を 

咲かせて踊ったり、 地球が汚れると悲しくなって元気がなくなったりします。 自然破壊・ 

環境汚染などさまざまな課題を抱えているこの星で、 人間と自然をつなぐ決意をした 

キャラクターです。 

 

＜参考＞ 

 公募期間 令和６年３月 19日～４月８日 

   応募数  6,076件 

 

  ＜公式マスコットキャラクターに関する問合せ先＞ 

  （公社）２０２７年国際園芸博覧会協会 

 広報課 TEL 045-307-2031 

 

市 連 会 ７ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ７ 月 1 2 日 
(公社)２０２７年国際園芸博覧会協会 

区連会 資料 2-9 



３ 「GREEN×EXPO 2027」応援メッセージ付き公式ロゴマークの使用について 

 (1) 対象となる活動 

  ア GREEN×EXPO 2027に繋がる花緑や環境に関する活動。 

イ GREEN×EXPO 2027の機運醸成に資するＰＲや応援の活動。 

  

(2) 対象者 

   市民（個人、団体、教育機関など） 

   ただし、次の場合はご使用いただけません。 

・特定の個人又は企業・団体の営利もしくは宣伝を目的とする場合 

・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 77号）第２条第２項に 

規定する暴力団又は暴力団の構成員と認められる者が関係している場合 

・特定の政治活動、宗教活動を目的とする場合 

・法令又は公序良俗に反する場合 など 

  

(3) 応援メッセージ付き公式ロゴマークデザイン 

   下記一覧参照     

  

(4) 使用範囲 

承認された活動において 

・申請者・団体が自己で使用するもの（名刺、封筒、会員証、活動ユニフォームなど） 

・広報印刷物（活動を紹介するポスター・チラシ・ウェブサイトなど、会報誌、掲示板 

など） 

※不特定多数に配布する頒布品や販売する商品にはご使用いただけません。 

 (5) お申込み等 

ロゴマークの使用にあたっては、博覧会協会への申請が必要となります。 

申請方法や使用ルール等の詳細につきましては、博覧会協会ホームページ 

をご確認ください。 

 

    ＜応援メッセージ付き公式ロゴマークに関する問合せ先＞ 

   （公社）２０２７年国際園芸博覧会協会 会場運営課 市民参加担当 

    TEL 045-307-2070  E-mail mlogo-shinsei@expo2027yokohama.or.jp 

 

 
応援メッセージ付き公式ロゴマーク一覧 

① 

② 

④ ⑤ 

③ 

mailto:mlogo-shinsei@expo2027yokohama.or.jp


旧上瀬⾕通信施設地区の周辺道路
令和9年に開催される「GREEN×EXPO 
2027」やその後の新たなまちづくりに
向けて、周辺道路の整備を進め、交通
の円滑化を図ります。

⼆ツ上橋交差点から相鉄線を⽴体交
差（アンダーパス）し、瀬⾕区北部
⽅⾯へつながる瀬⾕地内線を整備し
ます。

瀬⾕地内線（⼆ツ橋中部地区）

工
事

用
地
交
渉

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度
「
G
R
E
E
N
×
E
X
P
O

2
0
2
7
」
開
催
期
間

道
路
完
成
（
予
定
）

■事業に関するお問い合わせ
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局 上瀬⾕整備推進課
瀬⾕地内線担当 電話：045‐671‐2061

・現在、⽤地交渉を⾏っています。
⽤地の取得状況に合わせて⼯事を進めて
いきます。

・⼯事は、相模鉄道トンネル区間から着⼿
しています。（裏⾯参照）

※事業⽤地として譲っていただけるよう、
⽤地交渉を⾏っております。

「GREEN×EXPO 2027」開催
期間は、会場周辺の交通環境を
改善するため、⼯事を⼀時中断
し、⾞両を通れるようにします。

※⾃転⾞・歩⾏者は、安全確保
ができないため、通⾏はでき
ません。

（令
和
９
年
3
月
か
ら
９
月
）

二ツ上橋交差点

区連会 資料 ３－１

今後のスケジュール

都市計画道路瀬⾕地内線（⼆ツ橋中部地区）
街路整備事業瀬⾕地内線の事業内容等について

区 連 会 ７ 月 説 明 資 料
令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日
脱炭素・ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ推進局

上 瀬 谷 整 備 推 進 課

瀬谷地内線 周辺道路 土地区画整理区域内の交通基盤
土地区画整理事業区域 GREEN×EXPO 2027の会場



鉄道下を掘削するために、鉄道用の仮橋を
架けます。
その後、土留め工事を行います。

GREEN x EXPO 2027開催期間には、トンネル区間
が完成しないため、仮設の状態で安全を確保し、車両（２
車線）を通れるようにします。
※自転車・歩行者は、安全確保ができないため、通行は
できません。

GREEN x EXPO 2027終了後に工事を再開し、
トンネルの躯体工事を行います。
※工事再開後においても、車両が片側交互などで
通行ができるように検討します。

令和10年度末（令和11年３月）に道路完成予定です。

※自転車及び歩行者の通行ができるようになります。

相模鉄道トンネル区間工事の流れ

ステップ１ 鉄道用仮橋工事及び土留め工事

ステップ２ 掘削工事

ステップ３ 工事を一時中断し、車両を通れ
るようにします。
（ GREEN x EXPO 2027開催期間）

ステップ４ 道路躯体工事

ステップ５ 道路完成

鉄道の北側・南側の道路を同時に工事を行います。
北側・南側の道路の掘削工事が終わりましたら、
鉄道の下を掘削します。



 

上瀬谷整備事務所の開設等について 

 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業、周辺道路等整備事業及び公園整備事業等を計

画的かつ効果的に実施することを目的として、横浜市職員等が常駐する事務所を開設しま

す。 

 事務所の開設日や開設に伴う組織名称の変更等について、次のとおり、お知らせします。 
 

１ 事務所概要 

(1) 名 称 上瀬谷整備事務所 

(2) 設置期間 令和６年８月 19日（月）～令和 15年度（予定） 

(3) 設置場所 瀬谷区瀬谷町 5810-6 

 

 

 

 

 
 

 (4) 施設概要 

構造 
地上２階建・鉄骨造

（プレハブ） 

敷地面積／ 

延床面積 

約 990㎡／ 

906.38㎡ 
※ 事務所南側に３台程度、西側に８台程度の駐

車場を設けます。 
 

 

 (5) その他 

・執務時間は原則８時 30分から 17時 15分までです。 

・当該施設は事務所施設のため、騒音を伴う作業を行う予定はありません。 
 

２ 組織名称の変更について 

  現在の「上瀬谷整備推進部」を、「上瀬谷整備事務所」に変更します。 
 

３ 今後の予定 

令和６年８月１日以降 順次、什器等の搬入を行います。 

令和６年８月 19日   横浜市職員（約 110 名）が事務所での執務を開始します。 

 お問合せ先（８月 16 日まで） 
脱炭素・GREEN×EXPO推進局 
上瀬谷整備推進課 蒲田、博多  電話番号：045-671-2061 
上瀬谷公園整備課 岩間、横野  電話番号：045-671-4113 

区連会７月説明資料 
令和６年７月 18 日  
上瀬谷整備推進課 
上瀬谷公園整備課 

引用元：Google社「Google マップ」 

細谷戸ハイツ 細谷戸ハイツ 

防災・公園地区 

バス停 

県有地 

細谷戸自治会集会所 
 

環
状
４
号
線 

防災・公園地区 
農業振興地区 

瀬谷駅 

上瀬谷整備事務所 

事務所外観（７月２日時点：工事中） 

※新しい電話番号は別途ウェブサイト等でお知らせします。 

上瀬谷整備事務所 

区連会 資料３－２ 



 
 
 
 

自治会町内会長 各位 

 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 上瀬谷整備推進課長  

 

 

「旧上瀬谷通信施設地区まちづくりニュース第４号」の発行について（依頼） 

 

 

日頃から市政の推進にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

  「旧上瀬谷通信施設地区」の一部で開催される GREEN×EXPO 2027 に向けて、横浜・
みなとみらい 21 地区・桜木町等で行った開催 1000 日前イベントや、GREEN×EXPO 
2027 開催後のまちづくりに向けた交通基盤整備（新たなインターチェンジ、新たな交通）、上
瀬谷整備事務所の開設等について、広く区民の皆様にご案内するために、「旧上瀬谷通信施
設地区まちづくりニュース第４号」を発行いたしました。 
  つきましては大変お手数ですが、班回覧の実施が可能な自治会町内会の皆様については、
自治会での班回覧について可能な範囲でご協力を賜りますようお願いいたします。班回覧で
の実施が難しい場合は、単位町内会の定例会等を活用した情報共有など周知にご協力を賜り
ますようお願いいたします。 
 

 

記 

 

１ 依頼事項 

   「旧上瀬谷通信施設地区まちづくりニュース 第４号」 の班回覧  

 

２ 送付資料 

   「旧上瀬谷通信施設地区まちづくりニュース 第４号」 Ａ４ 1 枚 

※班回覧に必要な部数を送付いたします。 

 

３ 参考 

  市ウェブサイトでの確認方法  

 「横浜市 旧上瀬谷通信施設地区 まちづくりニュース」で検索 

※ 第１号、第２号、第３号もご覧いただけます。 

 

＜担当＞ 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 上瀬谷整備推進課 

 蒲田、吉田、水本 

                      ＴＥＬ：045-671-2061、FAX：:045-550-4098 

E-mail：da-kamisui@city.yokohama.lg.jp 

区連会 資料 ３－３ 

区 連 会 ７ 月 説 明 資 料 
令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
上 瀬 谷 整 備 推 進 課 



旧上瀬谷通信施設地区 まちづくりニュース
令和６年７月発行【第４号】

「GREEN×EXPO 2027 開催1000日前イベント」を開催しました
開催1000日前を契機に、多くの方が多様に参加・参画し、ともに創り上げる「GREEN×EXPO 2027

（２０２７年国際園芸博覧会）」を目指していくためのキックオフを実施しました。

当日は、花みどりや環境に関する活動をしている個人や団体によるワークショップやステージイベント、展示

などのプログラムを実施し、多くの方々に来場いただきました。

■期 間 ： 2024年６月22日（土）～23日（日）

■場 所 ： 桜木町駅前広場・ランドマークプラザ

■来場者数 ： 約３万人

開催1000日前に合わせ、さらなる機運の醸成を図るため、公式ロゴマークをモチーフにしたサブグラ

フィックと公式マスコットキャラクター等を組み合わせた新たなデザインにより、みなとみらい地区を中心に

横断幕やポスター等を掲出しました。また、６月から７月にかけ、横浜市営地下鉄、相鉄線、東急線、京急線（各

１編成）を装飾しました。

そのほか、同デザインでラッピングした横浜市営バスおよび横浜市ごみ収集車の運行を開始しました。

横浜の街なかを「GREEN×EXPO 2027」で装飾しました

「トゥンク」というのは心臓の音を表し

ています。心臓の音は胸に耳をあてな

いと聞こえないことから、地球の声に

耳を傾けよう、そしてみんなで手を取

り合いつながって、たくさんの命ある

ものがときめくような、そんな地球に

なるようにと願いが込められています。

2024 年 3 月 19 日から 4 月 8 日まで一般公募し、集まった 6,076 件の中から、公式マスコット

キャラクターの名前が決定し、開催1000日前の６月22日に公式アンバサダーから発表されました。

名前作者：北原やえさん▶

GREEN×EXPO 2027は６月22日で開催1000日前を迎えました！
公式マスコットキャラクターの名前が決定しました

１

公式マスコットキャラクター
紹介ページ



２

市内の西部地域では、南北方向への移動手段が少ないという課題があ

ります。そこで、瀬谷と上瀬谷間での新たな輸送システムの導入や、周辺

道路を活用した複数の鉄道路線とつながるバス路線の充実などにより、

交通ネットワークを新たに構築し、誰もが移動しやすいまちの実現を目指

します。

公共交通ネットワークのイメージ

GREEN×EXPO 2027開催後のまちづくりに向けた交通基盤整備

新たなインターチェンジ(ＩＣ)の整備

広域防災拠点の機能を最大限に発揮するため、旧上瀬谷通信施設地区

と東名高速道路を直結する新たなICの整備に向けた検討を進めます。

あわせて、日常の交通利便性の向上や、市内経済の活性化を目指します。

今年度から、設計や事業計画などの検討を進めていきます。なお、本市

環境影響評価条例の対象となるため、ICの計画にあたり環境への配慮事

項をとりまとめた計画段階配慮書を７月25日（木）から８月８日（木）まで

縦覧します。

広域防災拠点と新たなICのイメージ

市内西部地域全体の新たな交通の整備

期 待
される
効 果

● 公共交通が整備されていない地域の解消
● 子育て世代や高齢者などがより住みやすい
● バスから電車など、公共交通による移動がしやすい
● 公共交通の利用促進による脱炭素化の推進

次世代技術を活用したバスの導入を検討しています

相鉄本線の瀬谷駅～上瀬谷間では、
バス専用の道路を整備し、連節バス
が最大３台で隊列走行することで、
少ない人員でより多くの人が円滑に
移動するためのシステムの構築を目
指します。

GREEN×EXPO 2027の開催後、防災・公園地区では、博覧会のレガシーと

して環境にやさしいグリーンな社会を見据えた、「環境」と「防災」をテーマにした都

市型公園を計画します。

また、本市初の広域防災拠点として、大規模災害時に全国から集まる消防・警

察・自衛隊などの応援部隊を受け入れるベースキャンプ機能や、市域の避難所に

物資をいち早く送り届けるための拠点機能を持たせます。

（参考）災害時の広域防災拠点の整備

上瀬谷整備事務所が開設します
土地区画整理や、周辺道路整備、公園整

備を計画的かつ効果的に実施するため、横

浜市の職員等が常駐する「上瀬谷整備事務

所」を８月19日（月）に開設します。

【事務所名】上瀬谷整備事務所

【住所】 横浜市瀬谷区瀬谷町５８１０－６

【電話番号】 決定次第、市ウェブサイト等でお知らせします。

事務所外観（令和６年７月２日時点：工事中）

相鉄線

瀬谷駅

防災・公園地区

環
状
４
号
線

約２km

（徒歩23分/バス10分）

上瀬谷整備事務所

【 アクセス方法 】

・ 相鉄本線「瀬谷駅」から、徒歩23分

・ 「瀬谷駅」から神奈中バス瀬31系統で、

「細谷戸第３」バス停 下車徒歩１分

瀬
谷
柏
尾
道
路

■8/16（金）までのお問い合わせ先

横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備推進課

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 電話：045-671-2061

E-mail : da-kamisui@city.yokohama.jp



 
 

地区連合自治会町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

 

                 令和６年７月18日 

 

旭 区 長 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局長 

 

「GREEN×EXPO 2027」地域説明会の開催について（ご依頼） 

 

日頃から、横浜市政の推進に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

３年後の 2027 年に「GREEN×EXPO 2027」が旧上瀬谷通信施設（瀬谷区・旭区）で開催されま

す。このたび、旭区内における「GREEN×EXPO 2027」のさらなる幅広い理解促進とご共感をいただ

くことにつなげるため、地域活動にご尽力いただいている皆様を対象に、次のとおり地域説明会

を開催いたします。 

つきましては、ご多用のところ大変恐縮ですが、本説明会へのご出席をお願いいたします。皆様

のご参加をお待ちしております。 

 

１ 開催概要 

(1) 日 時：令和６年10月25日（金）14：00～15：15 （13：30 開場） 

(2) 場 所：旭公会堂（旭区役所４階） 

(3) 内 容：山中竹春横浜市長による「GREEN×EXPO 2027」の説明 など 

(4) 対 象：自治会町内会の皆様をはじめ、「花緑・環境に関わる活動」を行っていただいてい 

    る地域の皆様 

（※公園愛護会、水辺愛護会、森づくり活動団体、ハマロードサポーター、環境事業

推進委員及び横浜国際園芸博覧会旭区協議会の皆様には別途依頼します。） 

 

２ 依頼事項 

各自治会町内会は各地区連合自治会町内会長に参加者を提出していただき、各地区連合自治

会町内会長で参加者を取りまとめいただくようお願いいたします。取りまとめいただいた参加者

は「３ 申込方法」のとおりお申込みください。 

 

団体 提出・申込期限 人数 提出・申込先 

各自治会町内会 ８月30日（金） - 各地区連合自治会町内会長 

各地区連合自治会町内会 ９月13日（金） 10～20名程度 旭区区政推進課企画調整係 

地区連合未加入の自治会町内会 ９月13日（金） ２名程度 旭区区政推進課企画調整係 

 

 

３ 申込方法（次のいずれかのご都合のよい方法でお申し込みください。） 

（1） 電子申請システムによる申込 

（2） 申込書による申込 

別紙「申込書」に必要事項を記入のうえ、下記提出先に送信してください。 

提出先：旭区区政推進課企画調整係（メール：as-kikaku@city.yokohama.jp） 

 
 

区連会 【資料３－４】 

電子申請システム

二次元コード 

お問合せ先 

【GREEN×EXPO 2027 に関すること】GREEN×EXPO 推進課 岩下・晴山 電話６７１－４６２７ 

【本説明会の申込に関すること】 旭区区政推進課 岩間・五十嵐 電話９５４－６０２６ 



 

日 時：令和６年 10 月 25 日(金)  14 時開始（13 時 30 分開場） 

場 所：旭公会堂（旭区役所４階） 

提出先：旭区区政推進課企画調整係 メール：as-kikaku@city.yokohama.jp 

 

～記入欄～ 

 

１ （地区連合）自治会町内会名：                         

 

２ 担当者名・電話番号                              

 

３ 参加者一覧  

※ 氏名をご記載いただき、所属している団体に ☑ を入れてください。 

※ 各地区連合自治会町内会から10～20名程度のご参加をお願いします。 

※ 地区連合未加入の自治会町内会の場合は、２名程度のご参加をお願いします。 

※ 参加者が20名を超える場合は、余白にご記入ください。 

 

 （ふりがな） 

お名前 
所属している団体に☑を入れてください。 

1 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

2 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

3 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

4 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

5 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

 

「GREEN×EXPO 2027」地域説明会 申込用紙 

（裏面あり） 



 
6 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

7 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

8 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

9 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

10 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

11 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

12 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

13 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

14 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

15 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

 
（次頁あり） 



 
16 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

17 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

18 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

19 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

20 （ふりがな） □ 地区連合自治会町内会  □ 自治会町内会 

□ 公園愛護会 □ 水辺愛護会 □ 森づくり活動団体 

□ ハマロードサポーター □ 環境事業推進委員 

□ 横浜国際園芸博覧会旭区協議会 □ その他 

 

 

 
 



 

旭区連合自治会町内会長 各位 
社会福祉法人 

横浜市旭区社会福祉協議会 

事務局長 工藤 久 

 

令和６年度旭区見守り活動推進研修会について（ご案内） 

 

  時下 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

また、日頃より福祉保健事業の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、各地区で取り組んでいただいている見守り活動をさらに推進するために標記研 

修会を開催いたします。ご多忙の時期とは存じますが、皆様のご参加をお願い申しあげ 

ます。 

研修内容や申込方法等に関する研修の詳細につきましては、7月下旬に各地区連合会 
長あてに郵送にてご案内させていただきます。 

  

 

１ 開催日 

令和６年 10月 15日（火）14時～16時 

 

２ 会場 

旭公会堂（旭区役所４階） 

 

 ３ 対象 

   見守り活動を推進している地域関係者の皆様 

 

 ４ 内容 

   〈講演会〉 

・見守り活動における情報共有の必要性について             

・見守り対象者の個人情報の取扱いについて 

講 師 田園調布学園大学 人間福祉学部社会福祉学科 教授 村井 祐一氏 

 

 

 

【お問合せ先】         

                                                    旭区社会福祉協議会 

                              工藤、宮地、門脇 

                                                         電 話：３９２－１１２３ 
                             F A X：３９２－０２２２ 

区連会 資料３—５ 



横浜市におけるシェアサイクル事業について 

    横浜市では公共交通の機能補完や地域の活性化、脱炭素社会の形成等を目的に、 
協働事業者と連携して「横浜都心部コミュニティサイクル事業」及び「横浜市広域
シェアサイクル事業社会実験」を実施しています。
事業の推進にあたっては、利用者の移動データやニーズ等をもとに道路や歩道、

公園、自転車駐車場、地区センター等区民利用施設、商業施設などにサイクルポー
トを順次設置しており、現在、市内 550箇所（旭区内 23箇所）のサイクルポート
で約 36,000人の皆様にご利用いただいております（令和６年４月末時点）。
サイクルポートの設置スペースについては随時募集しておりますので、自治会町

内会館など候補地があれば、道路局道路政策推進課までお気軽にご相談ください。 

 

  

 
 

 
担当（問合せ）：道路局道路政策推進課 

伊藤、寺本 
℡ 045-671-3644 

Mail: do-sharecycle@city.yokohama.lg.jp 

レンタルサイクルのように借りた場所に返す必要はなく、
地域内に設置された複数のサイクルポートを相互に利用し、
お出かけ先など、借りたポートと異なるところにも返却でき
る利便性の高い交通システムです。 
 3.6m×2ｍ程度のスペースから設置ができ、環境に優しい
移動手段の１つとして近年全国で導入が進められています。 

自治会町内会館への設置例 

 
＜シェアサイクルとは＞ 

（参考）シェアサイクルポート標準寸法 

3.6m

1.9m

看板 

５台 

商業施設への設置例（相鉄ライフ南万騎が原） 集合住宅への設置例 

区連会 資料３ー６ 

横浜市シェアサイクル事業HP 



2024年６⽉時点

1 希望ケ丘駅北⼝⾃転⾞駐⾞場 東希望が丘106-20 baybike
2 希望ケ丘駅南⼝第⼆⾃転⾞駐⾞場 中希望が丘134-4 baybike
3 三ツ境駅北⼝第三⾃転⾞駐⾞場 東希望が丘241-1 baybike
4 聖マリアンナ医科⼤学 横浜市⻄部病院 ⽮指町1197-1 baybike
5 横浜市旭プール ⽩根2-33-1 baybike
6 上⽩根コミュニティハウス 上⽩根町233-6 baybike
7 よこはま動物園ズーラシア 上⽩根町1175-1 baybike
8 市営鶴ヶ峰南住宅 鶴ケ峰1-28-1 baybike
9 鶴ヶ峰交差点付近 鶴ケ峰本町2-44-6地先 baybike

10 今宿東町526地先 今宿東町526地先 baybike
11 宮ノ下バス停前 上川井町129地先 baybike
12 東希望ケ丘225-4地先 東希望ケ丘225-4地先 baybike
13 環２市沢下町バス停前 市沢町245-5地先 baybike
14 市沢橋下 市沢町537-1地先 baybike
15 相鉄ライフ南まきが原 柏町127 baybike
16 ジョイナステラス⼆俣川 ⼆俣川2-50-14 baybike
17 NTT希望ヶ丘ビル 東希望が丘144-1 baybike
18 相鉄ローゼン ⽩根店 中⽩根2-1-7 baybike
19 セブン-イレブン横浜今宿⻄店 今宿⻄町443-1 baybike
20 株式会社⽔村建設 市沢町337-19 baybike
21 相模鉄道 鶴ヶ峰駅南⼝ 鶴ヶ峰78 baybike
22 相模鉄道 ⼆俣川駅北⼝タクシー乗り場前 ⼆俣川1丁⽬地先 baybike
23 古道カフェ ヱンルゥト 中⽩根⼆丁⽬ 中⽩根2-13-32⾦⼦ハイツC-101 baybike

旭区





ポート設置希望者を募集しています。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）
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作業ヤード

二俣川駅方面

西谷駅方面

新設歩行者通路

鶴ヶ峰駅 帷子川

令和６年７月

【第９号】
【発行】横浜市道路局・相模鉄道株式会社

鶴ヶ峰駅は、『地下駅』として生まれ変わります！

鶴ヶ峰駅付近の連続立体交差事業は、西谷駅から二俣川駅間において、鉄道を地下化することに

より10箇所の踏切を除却し、「交通渋滞の解消」「歩行者の安全性の向上」「鉄道に分断された地

域の一体化」等を図る事業です。

第９号では、鶴ヶ峰駅付近での第２工区の工事の状況について紹介します。

令和４年度から、駅を地下化するために必要な準備工事を鶴ヶ峰駅周辺で行っています。

鶴ヶ峰バスターミナルは、令和６年４月よりレイアウトを変更し、歩行者通路を切替え、公衆ト

イレを新設しました。令和６年７月より工事車両がバスターミナル内を走行します。

帷子川親水緑道では、仮桟橋を設置し、遊歩道を切替えながら、水路の切回し工事を行っていま

す。また、作業ヤード内では地下に新たな鶴ヶ峰駅を建設するため、土留壁工事を進めていきます。

新設公衆トイレ
仮桟橋

新設歩行者通路

鶴ヶ峰
バスターミナル

帷子川親水緑道

工事車両走行ルート
航空写真

鶴ヶ峰駅
（地下化後）

～～

仮桟橋

工事車両走行ルートの３ポイント！

お問い合わせ

【事業に関すること】横浜市 道路局 建設部 建設課（鉄道交差調整担当）
TEL：045-671-2792 ／ FAX：045-663-8993／E-mail：do-tetsudou@city.yokohama.jp

【工事に関すること】相模鉄道株式会社 施設部 建設課
TEL：045-520-4331 ／ FAX：045-520-4337／URL：https://www.sotetsu.co.jp/support/

鶴ヶ峰連立 検索

工事説明会の資料

第2工区と事業全体の主なスケジュール（予定）

工
事
説
明
会

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

改
変
工
事

R5.3 R５年度～

舗
装
工
事

R15年度

事
業
完
了

土
留
壁
工
事

R６年度～

躯
体
構
築
工
事

掘
削
工
事

R７年度～

工事車両走行ルート

交通誘導員

新設歩行者通路

鶴ヶ峰駅

商店街

作業
ヤード

交通誘導員の配置イメージ

交通誘導員

鶴ヶ峰バスターミナル

コンビニ

Point1!
水道道の更なる渋滞

悪化を避けるため、バ

スターミナルを工事車

両が走行します！ Point2!
安全対策として、コンビニ付近に

歩行者通路を新設しました！

Point3!
交通誘導員を配置し、

一般車両優先、安全第一

で商店街を走行します！

水道道の渋滞状況

区連会 資料３ー７
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西谷３号踏切

鶴ヶ峰１号踏切
鶴ヶ峰３号踏切

鶴ヶ峰４号踏切

鶴ヶ峰６号踏切

鶴ヶ峰５号踏切鶴ヶ峰８号踏切

鶴ヶ峰７号踏切

保
土
ヶ
谷
バ
イ
パ
ス

鶴ヶ峰９号踏切

鶴ヶ峰２号踏切

起
点

終
点

平面図記載の踏切は、除却予定の踏切です。

鉄道（計画）

鉄道（現況）

凡例

鶴ヶ峰駅

横
浜
方
面

海
老
名
・
湘
南
台
方
面

保土ケ谷区

旭区

第３工区（開削区間）
前田・西松・東洋・松尾 建設共同企業体

第１工区（開削区間・シールドトンネル区間）
清水・五洋・鴻池・坪井・奈良 建設共同企業体

第２工区（鶴ヶ峰駅部）
大林・鉄建・京王横浜・馬淵・京成 建設共同企業体

第２工区
【土留壁工事に向けた準備を進めています】

鶴ヶ峰駅北口に位置する作業ヤード内には、地下に新た

な鶴ヶ峰駅を建設します。建設に必要となる土留壁工事の
ための準備作業として重機の組立及び資材の搬入を行って
います。

近隣にお住まいの方や鶴ヶ峰駅を利用する方などの安全
に十分配慮し、工事を進めていきます。

【２工区】大林・鉄建・京王横浜・馬淵・京成JV
電話：０４５－７４４－８９７１

各工区の工事進捗状況

第１工区
【発進立坑の土留壁設置を進めています】

第３工区
【人海戦術で線路切替えを実施しました】

６月に下り線の線路切替えを実施しました。現場は狭小
であり、機械施工が困難なため、総勢１６９名による人力
作業で行いました。今後は、既存の線路設備の撤去及び地
下構造物を作るための土留壁工事を行っていきます。
近隣にお住まいの方や踏切を利用する方などの安全に十

分配慮し、工事を進めていきます。

【３工区】前田・西松・東洋・松尾JV
電話：０４５－７４４－９１２５

シールドマシン発進に必要な立坑をつくるため、土留壁
工事を実施しています。
線路の下に土留壁を設置する必要があるため、電車の運

行が終了した後、線路を取り外して、作業を行っています。
近隣にお住まいの方などの安全に十分配慮して、工事を

進めていきます。

【１工区】清水・五洋・鴻池・坪井・奈良JV
電話：０４５－４４２－５２４０



 区 連 会 ７ 月 定 例 会 資 料 
令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日 
建 築 局 建 築 防 災 課 

 

旭区の連合町内会長及び 

自治会長・町内会長の皆様 

 

崖地の現地調査について（情報提供） 
 

本市では、神奈川県が平成 25 年度までに指定した土砂災害警戒区域※１（イエローゾーン）

に基づき、崖地の現地調査を行い、即時避難指示対象区域（土砂災害警戒情報※２の発表時

に「避難指示」を発令する区域）を設定しました。 

その後、神奈川県が令和３年度までに土砂災害警戒区域等（イエローゾーン及びレッドゾ

ーン）の区域変更を行ったため、本市で改めて崖地の現地調査を実施し、即時避難指示対象

区域に該当するかどうかの確認を行います。 
 

今回の調査にあたり、崖地近隣にお住まいの皆様のお庭等に立ち入りさせていただく場合

があります。（別添のハザードマップに記載した箇所を調査予定です。） 

その際は、必ず調査前にお宅に調査員が伺い、調査のご説明と承諾をとって進めますので、 

ご承知おきください。また、事前に調査実施の案内をポスティングさせていただき、調査実

施の周知を行います。 

なお、調査及び調査のご説明は、横浜市の委託業者が行います。その際は、横浜市の委託

業者である旨を記載した腕章を着用し、身分証明書を携帯しております。 

 

 

 

 

 

 

 

腕章の例 

 
 

 

 

＜注釈＞ 

※１ 土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 

傾斜度 30 度以上かつ高さ５ｍ以上の崖地があり、崖崩れが発生するおそれのある区域を神奈

川県が指定。 

 

※２ 土砂災害警戒情報 

大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難指示等を発令する際の判断

や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報 
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１ 令和６年度 調査場所 

  鶴見区・旭区・緑区・泉区 （４区合計 約 260 箇所） 

 

２ 調査期間及び時間 

  調査期間：令和６年８月中旬から令和７年１月末（予定） 

  調査時間：平日９時から 17 時のうち、数時間を予定しています。（１箇所あたり） 

 

３ 調査方法 

調査員が調査対象の崖地について測量機器を用いて測定を行います。また状況に応じて

崖地や崖地に近接する建築物について、写真撮影を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査計画（参考）＞ 

 令和３年度 
（実績） 

令和４年度 
（実績） 

令和５年度 
（実績） 

令和６年度 
（計画） 

令和７年度 
（計画） 

合計 

箇所 377 箇所 391 箇所 392 箇所 260 箇所 600 箇所 2,020 箇所 

区 
南・保土ケ谷 

磯子 
港南・金沢 
港北・栄 

西・中 
戸塚・瀬谷 

鶴見・旭 
緑・泉 

神奈川 
青葉・都筑 

18 区 

 

 

＜土砂災害警戒区域等の位置の確認について（参考）＞ 

○神奈川県土砂災害情報ポータル（神奈川県ホームページ） 

 https://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/website/kanagawa/gis/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お問合せ先 

横浜市 建築局 建築防災課 がけ防災担当  

担  当 髙橋（正也）、髙橋（章予）、安藤 

連 絡 先  045-671-2948 

＜平日：8 時 45 分～17 時 15 分（12 時～13 時を除く）＞ 



箇所No. 所在地 箇所No. 所在地
1 上川井町 22 市沢町
2 今宿東町 23 市沢町
3 上⽩根⼆丁⽬ 24 桐が作
4 中⽩根三丁⽬ 25 桐が作
5 鶴ケ峰本町⼆丁⽬ 26 南本宿町
6 ⽩根七丁⽬ 27 南本宿町
7 ⽩根三丁⽬ 28 南本宿町
8 ⽩根⼆丁⽬ 29 南本宿町
9 川島町 30 本宿町
10 川島町 31 柏町
11 川島町 32 柏町
12 ⻄川島町 33 南希望が丘
13 ⻄川島町 34 東希望が丘
14 鶴ケ峰⼆丁⽬ 35 笹野台⼆丁⽬
15 鶴ケ峰⼆丁⽬ 36 ⽮指町
16 川島町 37 ⾦が⾕
17 市沢町 38 ⾦が⾕
18 市沢町 39 ⾦が⾕
19 市沢町 40 ⾦が⾕
20 市沢町 41 今川町
21 市沢町 42 今川町

調査箇所⼀覧



所在地 調査箇所数
上川井町 1
今宿東町 1

上⽩根⼆丁⽬ 1
中⽩根三丁⽬ 1

鶴ケ峰本町⼆丁⽬ 1
⽩根⼆丁⽬ 1
⽩根三丁⽬ 1
⽩根七丁⽬ 1
川島町 4
⻄川島町 2

鶴ケ峰⼆丁⽬ 2
市沢町 7
桐が作 2
南本宿町 4
本宿町 1
柏町 2

南希望が丘 1
東希望が丘 1
笹野台⼆丁⽬ 1

⽮指町 1
⾦が⾕ 4
今川町 2

※調査箇所は変更となる場合がございます。

町名ごとの調査箇所数
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１ 所在地 

  瀬谷区二ツ橋町 553 中原街道西部病院交差点脇 

  市内 7か所にある水道事務所の 1つで旭区、瀬谷区、 

泉区の３行政区を所管しています。 

 

２ 執行体制（令和６年５月１日現在）65名 

所長(1)  事務係長(1)  事務係(9) 

           料金係長(1)  料金係(22) 

        維持係長(2)  維持係(29) 

横浜ウォーター（株）(14)【委託事業者】 

 

３ 旭区の水道施設概要 

(1) 給水戸数：118,321戸【横浜市内⇒1,939,081 戸（令和６年３月末現在）】 

(2) 配水管布設延長：約 656Kmうち老朽管約 121㎞（18.4％）【横浜市内⇒約 9,300 ㎞】 

 (3) ９配水系統：道志川系（川井・三保配水池）馬入川系統（高塚・中尾・矢指配水池） 

         企業団相模原（仏向配水池）等 

 

４ 業務概要及び実績 

(1) 漏水修理件数 

   水道メーターから道路側の漏水については、水道局で修理可能な場合無料で施工しています。 

   令和５年度漏水修理件数（給水管）：道路内 73件 宅地内 226件 

              （配水管）：６件 

 

 

 

 

 

 

 

 

      給水管の修理施工区分（図１） 

  

(2) 消火栓およびマンホールの取替 

   車道や歩道に設置してある老朽化したマンホールや消火栓等の取替を行っています。 

令和５年度取替件数：消火栓 27基（約 4,200基）空気弁４基（約 490基） 

仕切弁３基（約 4,700基）マンホール 36か所 

 

(3) 施設の維持管理 

   ① 水道施設および用地の管理⇒年２～３回水道施設や水道用地の除草を実施しています。 

   ② 水管橋の定期点検⇒年１回区内に 63か所ある水管橋の定期点検を実施しています。 

 

 

 

５ 地域との活動について 

 (1) 地域防災拠点での防災訓練実績（令和５年度⇒３か所） 

    水道局では災害時に飲み水を得られるよう、おおむね 500m圏内の小・中学校や公園などに災 

害時給水所を設置しています。 

また、災害時給水所では地域の皆さまと応急給水訓練を実施しており、平成 29年度からは横浜市 

管工事協同組合との災害協定に基づき、災害時給水所の開設の補助を行っていただいており、訓練 

にも参加していただいています。 

   ①災害用地下給水タンク設置数（６基） 

万騎が原中、希望が丘中、左近山中、川井小、今宿南小、ひかりが丘地域ケアプラザ 

   ②緊急給水栓設置数（27 基） 

旭区総合庁舎、市沢第一公園、ポリテクセンター関東、旭中、こども自然公園、 

須郷谷公園前、左近山中、旭台中央公園、本宿中、希望が丘中、今宿中、万騎が原中、 

若葉台中、新井中、旧上白根中、旧若葉台西中、笹野台小、市沢小、左近山特別支援学校、 

上川井小、善部小、川井小、上川井小、都岡小、不動丸小、さちが丘小、二俣川小、今宿南小 

   ③耐震給水栓設置数（８基） 

四季の森小、若葉台特別支援学校、上白根北中、上白根小中沢小、南希望が丘中、白根小、 

本宿南小（今年度設置予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 ※このほか、各ご家庭で１日３ℓ・最低３日分で９ℓ以上の備蓄をお願いしています。【自助】 

(2) 出前水道教室（令和５年度⇒15 校実施） 

    小学４年生の社会科学習の一環として、水道局 

職員が小学校へ伺い水道局の仕事を詳しく伝える 

「水道出前教室」を実施しています。 

教室では、講義や実験を通じて浄水処理の仕組み 

や水源林の働きなどを学んでもらっています。 

  令和５年度は、区内の 15校で実施しました。 

 

６ 能登半島地震に伴う応急活動 

横浜市水道局は、令和６年能登半島地震の被災地に対して１月３日から５月 31に日までの期間 

に応援給水および応急復旧活動を実施しました。 

水道局では、被害が甚大だった石川県輪島市および志賀町で応急給水や応急復旧を実施し、応急給 

水では延べ 153名、応急復旧では延べ 341人の職員を派遣するとともに、横浜建設業協会および横浜 

市管工事協同組合の工事事業者 174名も現地で応急復旧活動を行いました。 

  三ツ境水道事務所からも、応急給水延べ 12名、応急復旧 12名が派遣され現地で活動しました。 

 

災害用地下給水タンク 

【共助】 

緊急給水栓 

【公助】 

耐震給水栓 

【共助】 

配水池 

【公助】 

普段は水道管として使わ

れ、新鮮な水が流れてい

ます。災害時に水圧が下

がると、自動的に出入り

口が閉まり、タンク内に

飲み水を確保します。 

地震に強い水道管に仮設

の蛇口を取付けて給水す

る施設で、発災４日目以

降に職員が順次蛇口を設

置していきます。 

蛇口までの水道管を耐震

化した、地震に強い屋外

の水飲み場です。災害用

地下給水タンク等が設置

されていない拠点を対象

に整備を進めています。 

非常時には、市民の皆さ

まが必要とする飲料水の

１週間分に相当する水を

確保します。断水時に給

水を行うほか、給水車へ

の補給場所となります。 

給水管とは・・・ 

 道路下の配水管（水道局所有）から分岐し

た給水管は設置者の所有物です。 

水道メーターから家側で漏水している場

合は、水道工事店へ修理をお申し込み下さ

い。水道工事店については、横浜市ウェブサ

イトに掲載しています。 

 

令和６年度水道局三ツ境水道事務所事業概要 旭区区連会７月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日 

水 道 局 三 ツ 境 水 道 事 務 所 

出前教室（写真２） 

水道局三ツ境水道事務所（写真１） 

区連会 資料 ３－９ 

水道に関するお問い合わせは 

24時間 365日 水道局お客さまサービスセンターへ  045-847-6262 

  （資料お問合せ先：水道局三ツ境水道事務所 電話：045-363-1541） 
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旭区区連会７月定例会説明資料 

令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日 

水 道 局 北 部 方 面 工 事 課 

上川井町口径300ｍｍ
配水管布設替工事

上川井町 契約予定 新設延長　約200ｍ

10
中希望が丘ほか10か所

口径50mm配水管布設替工事
(ゼロ市工事)

中希望が丘
東希望が丘

R6.11.13 新設延長　約540ｍ

9
東希望が丘ほか5か所口径50mmか

ら200mm配水管布設替工事
(ゼロ市工事)

東希望が丘
南希望が丘
中沢一丁目

さちが丘

R7.3.31
新設延長　約610ｍ
水路下部内挿管あり

8
今宿東町口径150mm

配水管添架工事
(今宿東橋)

今宿東町 未定
橋梁添架管布設替工事

新設延長　約25ｍ

7
白根二丁目口径150mmから200mm

配水管布設替工事

白根二丁目
保土ケ谷区

新井町
R6.10.31

開削延長　約160ｍ
推進延長　約  80ｍ

6
鶴ケ峰高区線口径400mmから

500mm配水管布設替工事(その1)

鶴ヶ峰本町
今宿東町

白根五丁目
上白根一丁目

上白根町

R7.10.27 新設延長　約1240ｍ

5 川井本町ほか1か所口径150mm
配水管添架工事

川井本町 契約予定
橋梁添架管新設工事

新設延長　約35ｍ

4
中白根四丁目口径50ｍｍから
150ｍｍ配水管布設替工事

(ゼロ市工事)

中白根三丁目
中白根四丁目

R7.1.11 新設延長　約830ｍ

3
三保高区線ほか3か所口径400mm

配水管布設替工事(その2)
上白根町 R7.9.8 新設延長　約790ｍ

2
上川井町口径150ｍｍから
300ｍｍ配水管布設替工事

(ゼロ市工事)

上川井町 R6.9.2 新設延長　約160ｍ

1

工事概要

水道局北部方面工事課　工事一覧（旭区内）

番号 工　事　名 工事場所
工事完了

予定日

吉祥橋

（資料お問合せ先：水道局北部方面工事課 電話：045-531-4341） 







 

令和６年７月 18 日 

地区連合自治会町内会長 各位 

旭区地域振興課長 

旭区総務課長 

令和６年度あさひ安全安心フェアの開催について（依頼） 

１ 趣旨 

  区民に向けた安全安心の啓発イベントとして、次のとおり「あさひ安全安心フェア」を開催い

たしますので、ご出席いただきますようお願いいたします。 

 

２ 開催日時 

 令和６年９月 30日（月）14時 00分から 15時 30分まで 

  ・旭区安全安心対策協議会総会（14時 00分から 14時 20分まで） 

  ・あさひ安全安心フェア（14時 30分から 15時 30分まで） 

 

３ 開催場所 

 (1) 旭区安全安心対策協議会総会 

    旭公会堂１・２号会議室（協議会会員のみ） 

 (2) あさひ安全安心フェア 

    旭公会堂講堂（協議会会員、安全安心功労者表彰等受賞者、交通安全ポスター表彰受賞者、 

美化・リサイクル運動推進功労者表彰受賞者） 

 

４ 主催 

  旭区安全安心対策協議会、旭区役所 

 

５ 内容 

【総会】（14:00開始：公会堂１・２号会議室） 

 (1)  旭区安全安心対策協議会会長他あいさつ 

 (2) 防犯、防災、交通安全に関する報告 

 (3) その他 

【フェア】（14:30開始：公会堂ホール） 

 (1) 開会の言葉 

 (2) 交通事故、自然災害被害者に対する黙とう 

 (3) 旭区安全安心功労者表彰式 

 (4) 旭区美化・リサイクル運動推進功労者表彰式  

(5) 旭区交通安全ポスター表彰式 

 (6) 旭区安全安心対策協議会会長あいさつ 

 (7) 旭区長、警察署長、消防署長あいさつ 

(8) 閉会 

 

区連会 資料 ３-10 

担当：旭区役所地域振興課 石澤・山田・海野・遠藤 

℡９５４－６０９５ 

旭区役所総務課庶務係 日向・酒井・松浦・水澤 

℡９５４－６００７ 



 

 

区連会ホームページ開設に伴う各地区連合自治会町内会及び 

自治会町内会のホームページ URLの照会について（依頼） 

 

  昨今の自治会町内会加入率低下を踏まえ、旭区では加入促進として様々な取組を行

っています。その取組のひとつとして、デジタルの部分を強化することで若年層や新

たに旭区に転入してきた区民に対して自治会町内会の普及啓発を行い、加入促進につ

なげるため、旭区連合自治会町内会連絡協議会のホームページを開設します。 

  

 開設にあたり、各地区連合自治会町内会及び自治会町内会のホームページのリンク

を掲載したいと考えております。 

  リンクの掲載に同意いただける場合は、下記電子申請システムより回答をお願いい

たします。 

 

 

 １ 回答方法 

   電子申請システムより、URL の回答をお願いいたします。回答いただいた場合、

区連会ホームページにリンクを掲載させていただきます。 

   

   電子申請システム 

【URL】 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/app

ly/b8719326-2bc8-435e-bdde-58bc351eb61b/start 

 

  【二次元バーコード】 

 

 

 

 

 

 

 ２ 回答期限 

   令和６年８月 30日（金） 

 

※区連会ホームページの開設は令和６年 12月頃を予定しています。 

※回答期限後もホームページへのリンク掲載依頼を随時受付いたします。ご希望の場合

は下記担当までご連絡ください。 

【問合せ先】            

旭区地域振興課 渋谷・横田     

電話 ９５４－６０９１       

FAX ９５５－３３４１        

Mail as-jichikai@city.yokohama.jp 

区連会 資料３－11 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/b8719326-2bc8-435e-bdde-58bc351eb61b/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/b8719326-2bc8-435e-bdde-58bc351eb61b/start


令和６年７月４日 
 

旭区連合町内会・自治会町内会長 各位 
 

防衛省自衛隊神奈川地方協力本部 
横浜中央募集案内所長 狩野  圭 

 
 

「防衛省自衛官等募集」のポスター掲示について（依頼） 
 
 

平素は、防衛省・自衛隊の活動にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 
本年７月１日から陸海空自衛官等採用試験の受付が始まります。 

 つきましては、今回の採用試験を多くの皆様に周知するため、下記の期間に

おいてポスターの掲示にご協力くださいますようお願い申し上げます。 
 
 

記 
 
 
１ 期 間  ポスターのお届け日から令和６年９月３０日（月） 
 
２ 掲出物  別添のポスターのとおり（Ａ４版） 
 
３ 掲出数  掲示板数 
 

以上 
 
 
 

お問い合わせ先 
防衛省自衛隊神奈川地方協力本部 
横浜中央募集案内所 担当：井坂 
ＴＥＬ ０４５－６６２－９４２７ 
ＦＡＸ ０４５－６６２－９４２８ 

区連会 資料４－１ 





 

 

 

各   位 

旭区こども家庭支援課 

学校連携・こども担当課長 

 

 

「あさひ子育てマルシェ」のポスター掲出について（お願い） 

 

 日頃より旭区の保育・子育て施策にご理解・ご協力賜り、誠にありがとうございます。 

旭区では、毎年、公立・民間の保育園等が連携し、子育てのヒントとなる情報や、お

子様が喜ぶ楽しい遊び方や工作などの体験ができる子育て世帯向け地域子育て支援イ

ベントを開催しています。 

つきましては、多くの子育て世帯の方々にご覧いただけるよう、貴自治会町内会の掲

示板へポスターをご掲出くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

１ 掲出をお願いしたい内容 

(1) 期 間：令和６年７月～令和６年 10月 

        ※ご都合の良い期間での掲出をお願いいたします。 

 (2) 掲出物の概要：Ａ４縦のピンク色の案内チラシ 

 ※ 申し込み用の二次元コードを掲載 

 (3) 納品方法：区役所地域振興課からの「自治だより」と合わせて配送します。 

 

２ 「あさひ子育てマルシェ」の概要 

(1) 日程及び会場 

9月 ３日（火） 10日（火） 20日（金） 

若葉台地区センター 希望が丘地区センター 本村スポーツ会館 

10月 29日（火） 30日（水） 

白根地区センター 鶴ケ峰地域ケアプラザ 

 

(2) 運営：旭区内の保育・教育施設等 計 68施設(予定) 

(3) 内容：・親子手作り制作、遊びのコーナー、絵本コーナー、相談コーナー 

      ・旭区オリジナル体操「あさひくんとア・ソ・ボ！」など 

 

 

                 担当：旭区こども家庭支援課 

               電話：９５４－６０１９ 

E-mail：as-kodomokatei@city.yokohama.jp 

区連会 資料 ４-２ 旭区連会７月定例会 
令和６年７月 18 日 
旭区こども家庭支援課 



開催⽇と会場 10:00 – 12:00時間

旭区子育て応援イベント 2024

参加無料

対 象
未就学児の
親⼦

主催：旭区保育・教育施設、地域子育て支援施設、旭区こども家庭支援課
問い合わせ：旭区こども家庭支援課 TEL：０４５－９５４－６０１９ FAX：０４５―９５１－４６８３

9/3 9/10 9/20 10/29 10/30
若葉台
地区センター

希望が丘
地区センター

本村
スポーツ会館

⽩根
地区センター

鶴ケ峰地域
ケアプラザ

(⽕) (⽕) (⾦) (⽕) (⽔)

要 事前申込み

「あさひくんと
ア・ソ・ボ︕」

旭区オリジナル体操

子育て相談 コーナー

保育士等が育児相談をおこないます。
お悩みを気軽に話してみませんか？

子 て育 マルシェ
あさひ

げんきにあそぼう︕

あさひくんとおどろう︕

おもちゃであそぼう︕

つくってあそぼう︕

８⽉11⽇(⽇)より
⼦育て応援サイト「パマトコ」
にて受付開始︕

詳しくはこちら︕
旭区ホームページ







  

 

地区連合自治会町内会長 各位 

 

 

旭 区 総 務 課 長  

 

 

在宅避難リーフレット（旭区版）について 

 

 

横浜市では、自宅とその周辺の安全が確認でき、自宅で生活ができる場合は自宅に留まる「在宅

避難」を推奨しています。 

このたび、在宅避難のメリット、準備のポイント、在宅避難時の地域防災拠点との関わり方など

をまとめた『在宅避難リーフレット（旭区版）』を作成しましたので、ご紹介いたします。 

 

今後、印刷を行い、改めて 10月の自治だよりで各自治会町内会へ５部ずつ配付するとともに、区

庁舎等での配架、HPや Xなどを活用した周知を行います。 

 

なお、まちの防災組織活動費補助金の申請をされた自治会等については、本日配付したものと同

じ資料を交付決定通知送付の際に同封いたします。 

 

 

 

【お問合せ先】 

担当：旭区役所総務課庶務係 

TEL：954-6007  FAX：951-3401 

E-mail：as-anzen@city.yokohama.jp 

区 連 会 ７ 月 定 例 会 資 料 

令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日 

旭 区 役 所 

区連会 資料４―４ 
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旭 区 版

避難所（地域防災拠点）







地震発生！

広域避難場所

大規模火災から身を守るために、
一時的に避難する場所です。
ホームページまたは区民生活防
災マップで確認してください

火災が発生した時

自宅（在宅避難）

自宅に火災や倒壊の危険がな
いときは、あえて避難する必
要はありません。

自宅、周辺に
危険がない時

地域防災拠点（区内小中学校等37か所）

家が倒壊または焼失し、住む場所がなくなった人などが一定期間生活
する場所です。

ホームページまたは区民生活
防災マップで自身の地域防災
拠点を確認してください。

自宅が倒壊などにより住
むことができなくなった時

●避難指示が発令された時は速やかに避難しましょう！
●避難のサインがみられた時は自らの判断で避難しましょう！

●避難指示発令

●避難のサイン

・河川氾濫のおそれ

・崖崩れの前兆

➡小石がパラパラ落下

斜面に湧水、亀裂が発生

・下水道などからの浸水

※風水害時に開設される避難場所は旭区ホームページなどをご確認ください。

★危険がせまる前に早めに避難をしましょう！
★外に出るとかえって危険な場合は、屋内の高いところや、崖から

離れた安全な部屋などに移動しましょう！

横浜市旭区役所 総務課防災担当 045-954-6007 045-951-3401
2024年７月発行 〒241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰一丁目４番地12

安否情報、支援要請(物資、ボランティア等)

物資等の支援

町の防災組織を介した連携



開設
意見募集プラット

フォーム

参加はこちらから　アクセス

同様の意見募集は横浜市全 18 区で実施中です。
他区にお住まいの方もこちらから
アクセスしてください。

「Surfvote」への意見投稿は、
事前にユーザー登録をしたうえで
ログインすることが必要です。
サイト内の「利用規約」をご確認いただき
同意の上、ご参加ください。

※ 意見投稿する際の注意事項  ※

「Surfvote」では他の投稿者の意見を見て、ご自身の意見を考えることができます。

お住まいの旭区について、「こんなまちになったらいいな」

「こんなことができたらいいな」というようなことを

オンライン上のプラットフォーム「Surfvote」にご投稿ください！

今後の施策や事業の参考にさせていただきます。

を
お寄せください

に関する

ご意見ご意見
旭区
旭 区 民 限 定

区連会 資料４ ５



 
 

区 連 会 説 明 資 料  

令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日 

旭 区 地 域 振 興 課  

自治会町内会 各位 

 

旭区地域振興課長 

 

第 33 回横浜旭ジャズまつり開催チラシの自治会町内会掲示板への掲出について（依頼） 

 
 旭区におきましては、文化芸術面からの盛り上げを創出するため、区民の皆様とともに

数多くの事業を実施しています。 

その一つである「横浜旭ジャズまつり」は、本年８月に第 33回目を開催することとなり

ました。 

 つきましては、広く区民の皆様にご案内するため、各自治会町内会の掲示板への掲出に

ついて御協力をお願いいたします。 

 

１ 事業概要 

(1) 開催日時・場所 

     令和６年８月 25日（日）11時 40分～20時 30分（開場 11時 20分） 

こども自然公園 野球場 

(2) 主催 

     旭ジャズまつり実行委員会（実行委員長：髙梨 信芳） 

(3) 共催 

     旭区文化振興会、旭区役所 

  (4)  協賛 

     タカナシ乳業株式会社、相鉄グループ ほか 

 

２ 掲出期間等 

  令和６年８月 25日（日）まで Ａ４チラシ１部（表面のみ掲示をお願いいたします。） 

 

３ 掲出場所 

  各自治会町内会の掲示板 

 

４ 添付資料 

  横浜旭ジャズまつりチラシ 

 

担当：旭区地域振興課生涯学習支援係 

                        真栄田、小林（954-6094） 

区連会 資料４－６ 







 

 

区 連 会 説 明 資 料  

令 和 ６ 年 ７ 月 1 8 日 

旭 区 地 域 振 興 課  

自治会町内会長 各位 

旭区地域振興課長 

 

旭区共催文化イベント「第８回遊音祭」に係る 

開催チラシの自治会町内会掲示板への掲出について（依頼） 

 
 旭区におきましては、文化芸術面からの盛り上げを創出するため、区民の皆様とともに

数多くの事業を実施しています。そのひとつである「第８回遊音祭」も、毎年多くの皆様

にご観覧いただいています。 

 つきましては、広く区民の皆様にご案内するため、各自治会町内会の掲示板への掲出に

ついて御協力をお願いいたします。 
 
１ 事業概要 

（１）開催日時・場所 

     令和６年９月 21日（土）及び 22日（日） 

９月 21日：13時 00分～（開場 12時 30分） 

９月 22日：11時 30分～（開場 11時 00分） 

旭公会堂（旭区役所４階） 

（２）主催 

     遊音祭実行委員会（代表：伊原 鉄朗） 

（３）共催 

     旭区役所、イハラ音楽教室 

  （４）後援 

     希望が丘商店会 
 
２ 掲出期間等 

  令和６年９月 22日（日）まで Ａ４チラシ１枚 

  ※掲示板の大きさに限りがあると思いますので、開催日までに可能な範囲で掲出を

お願いいたします。 

※掲出いただける場合は、表面のみ掲出をお願いいたします。 
 
３ 協力依頼内容 

  各自治会町内会の掲示板等への掲出 
 
４ 添付資料 

  「第８回遊音祭」チラシ 
 

担当：旭区地域振興課生涯学習支援係 

                         真栄田、小林（954-6094） 

区連会 資料４－７ 







 
 

区 連 会 説 明 資 料 

令 和 ６ 年 ７ 月 18 日 

旭 区 地 域 振 興 課 

自治会町内会 各位 

 

旭区地域振興課長 

 

旭区市民活動支援センター「みなくる」の情報誌「みなくるだより」 

の自治会町内会掲示板への掲出について（依頼） 

 
 日頃より、旭区の市民活動・生涯学習事業に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

旭区市民活動支援センターでは、講座やイベント情報、登録団体の活動紹介等を掲載した

情報誌「みなくるだより」を年に４回発行しています。 

 このたび、「みなくるだより No.64 令和６年夏号」を発行いたしました。 

 つきましては、広く区民の皆様に周知するため、各自治会町内会の掲示板への掲出につ

いて御協力をお願いいたします。 

 

１ 掲出期間等 

  令和６年８月末まで Ａ４チラシ１部（表面のみ掲示をお願いいたします。） 

 

２ 掲出場所 

  各自治会町内会の掲示板 

 

３ 添付資料 

  「みなくるだより」No.64 令和６年夏号 

 

 

 

【担当】 

旭区地域振興課地域力推進担当（奥村、福井、板橋） 

電話：045-954-6028 Fax：045-955-3341 

 

旭区市民活動支援センター「みなくる」（椎名） 

〒241-0022 旭区鶴ヶ峰 2-82-1 ココロット鶴ヶ峰 4階 

電話：045-382-1000 Fax：045-382-1005 

メール：as-manabi@city.yokohama.jp 

区連会 資料４-８ 



 
No.64

令和６年夏号

地域活動やボランティア活動を支援する交流拠点 旭区市民活動支援センター

お問合せ：旭区市民活動支援センター「みなくる」
TEL045-382-1000 FAX045-382-1005 みなくるホームページ

旭区マスコットキャラクター
「あさひくん」

あさひの地域人(ちいきびと)に聞く Vol.5 旭区でイキイキと活躍する

「地域人(ちいきびと)」を紹介します。

みなくるだよりは地区センター、地域ケアプラザ、コミュニティハウス、図書館や旭区内の駅のPRボックスで配布中

誰もが気楽に集まれるコミュニティスペー
スブルーベル。希望ヶ丘駅近くの閑静な
住宅街に佇む一軒家で、込山さんご夫妻
が運営されています。
今回は藤尾さんにお話を伺いました。

「空き家になった実家で何かできない
かな」とふたりで話し合い、2019年に
「地域の居場所」としてコミュニティカ
フェブルーベルをオープンしました。

以前は「のんびり生きてきた」という藤
尾さんですが、お子さんに障害があると
わかってからは、誰にも相談できず孤独
感でいっぱいでした。その後、希望ヶ丘
へ引っ越してきた時、転校先の小学校
の先生や地域の方々と出会い、集まっ
て話をすることにより、ものの見方が変
わり、プラスに考えることができるように
なりました。

「人が集まるところに生まれる力」を経
験した藤尾さん。その力を信じる気持ち
が、地域で共に生きる人を繋げる原動
力となっています。

押し付けることなく、気軽にという言葉
を繰り返す藤尾さんは、控えめで、優し
い笑顔で地域に寄り添います。人を支え、
支えられるという繋がりの力のバトンを
ブルーベルに集まる人々に気負うことな
く渡しているようでした。

現在は「不定期でも継続したい」という
思いから、気楽に集まれる居場所として、
障害のある子の親のおしゃべり会や、子
どもたちと一緒にゴミ拾い活動、編み物
などの趣味の集まりやチョークアートな
どのワークショップを開催しています。

「広報が苦手！」という藤尾さんですが、
SNSで発信をされているのでチェックし
てくださいね！

こみやまふじお

込山藤尾さん
（コミュニティスペースBlueBell オーナー）

あさひの地域人（ちいきびと）第５回は込山藤尾さんです

地域活動デビュー講座です。
一緒にまちづくりをする仲間を見つけ
ませんか。

２０２４年
１１月開講予定

あさひみらい塾きっかけづくり講座

U-Café
【いう₋カフェ】

◆今後の日程
8/17、9/21、
10/19
13：30～15：00

旭区について
おしゃべりしよ
う♪

バルーンアートを楽しく学び
地域活動しませんか！

◆２回連続講座
9/28（土）、10/12（土）

◆活動体験日
10/19（土）、10/20（日）

旭区ふれあい区民まつり
みなくるサテライト会場

親子でもおひとりさまでも
楽しめるイベントを只今
絶賛企画中！お楽しみに！

みなくるでは生涯学習講座や地域活動デビュー講座などさまざまな事業を行っています

10/20
（日）

Facebook Instagram



住所 ： 横浜市旭区市沢町9
TEL ： 045-371-6662 FAX ： 045-371-6663
開館時間 ： 月～土9時～21時、日曜・祝日9時～17時
休館日 ：第４月曜日 、年末年始

市沢地区センター 市沢地区センターは2002年2月10日、市内73番目に開館しました。隣に
は神田公園があり、夏は虫捕りやザリガニ釣りで子どもたちが遊んでいます。
利用者は毎月4千人ほどで、高齢の方のご利用が半分を占めています。皆さ
んお元気な方が多く、スポーツやカラオケなどのサークル活動を楽しんでいます。そ
のような方たちに新たなお友達や楽しみを見つけていただく場として自主事業など
を充実させています。また安心安全な生活を送っていただくため、声掛けや啓蒙
活動を随時実施して防犯意識を高めています。春から梅雨までの間は、当館外
周部に桜や季節の花々が多く咲きますので、お近くに来た際は是非立ち寄ってく
ださい。

地域には住民のみなさんが利用しやすい施設がたくさんあります。ぜひ、お近くの区民利用施設をご利用ください。

発行：旭区市民活動支援センター「みなくる」

〒241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１
ココロット鶴ヶ峰４階

TEL ０４５－３８２－１０００
FAX ０４５－３８２－１００５
E-mail as-manabi@city.yokohama.jp
休館日 毎月第３水曜日・年末年始ほか

みなくる
ホームページ

旭区の公共施設の紹介

生涯学習アドバイザー活動紹介

水引手工芸
松本万游子さん

“水引で作るお花のブローチ”
＠左近山地域ケアプラザ

利用登録団体名簿を更新しました

参加者の声
・有意義な時間を過ごすことができた。
・きちんと覚えてまた作品を作ってみ
たい。

みなくるに登録されている団体のジャンル別の名簿

をホームページに掲載しています。

「地域で活動している団体を知りたい」「旭区で何か

活動がしたい」という方、どうぞご覧ください。

今回の作品

各コーナーの利用案内

ミーティングコーナー
予約不要で、
２時間程度利用できます

作業コーナー
印刷機、紙折り機、裁断機
があり、事前予約か空きが
あれば利用できます

情報コーナー
旭区の情報を中心に
パンフレットやチラシ、
情報誌があります

相談窓口
「講座、イベント等の講師
を探している」

「サークルを探している」
「地域で活動を始めたい」
などのご相談に応じています。
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